
十
六
世
紀
初
頭
の
中
国
に
関
す
る
イ
ス
ラ
ム
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ

ア
リ
睦
エ
ク
ベ
ル
著
『
中
国
記
』

の
評
価
を
め
ぐ
っ
て

90　（85S）

小

田

寿

血A

【
要
約
】
　
ア
リ
糀
エ
ク
ベ
ル
著
『
中
国
記
』
は
瓢
・
ノ
ゴ
冨
－
瓢
・
O
o
鼠
冨
冠
や
O
・
閃
2
毒
巳
な
ど
の
東
西
交
渉
史
の
総
括
的
研
究
書
に
取
り
上
げ

ら
れ
ず
、
ま
た
十
分
野
研
究
さ
れ
な
い
で
二
次
的
史
料
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
ろ
。
し
か
し
、
本
書
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
高
く
評
価
さ

れ
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
テ
キ
ス
ト
の
金
満
は
い
ま
だ
墨
型
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
代
中
期
の
中
国
事
情
を
伝
え
る
イ
ス
ラ
ム
文
献
と
し
て
興
味
深
い
。

本
稿
は
主
と
し
て
オ
ス
マ
ン
ー
ー
ト
ル
コ
語
訳
の
一
写
本
に
よ
り
、
本
書
の
旅
行
記
的
性
格
に
つ
い
て
述
べ
る
と
共
に
、
文
献
的
評
価
に
関
説
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
二
巻
六
号
　
一
九
穴
九
年
＝
月

＄
　
木
稿
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

↓
賓
m
…
イ
ス
タ
ソ
ブ
ル
・
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
図
書
館
エ
サ
ト
臓
エ
フ
ェ
ソ
デ
ィ
旧
登

　
録
番
号
堵
ρ
b
o
δ
“
（
ω
巳
3
糧
g
。
乱
同
⑦
d
園
ロ
慈
祉
蜀
器
巴
営
誘
日
同
国
。
。
騨
け
閏
捗

　
国
自
。
録
漸
ρ
》
、
詳
閑
9
卜
。
一
〇
刈
）
オ
ス
マ
ン
騨
ト
ル
コ
語
訳
写
本
（
働
．
暦
　
○
八
九
年
）
。

目
日
：
■
：
．
旨
円
押
N
O
巳
6
お
U
ρ
Q
。
O
プ
凶
昌
Φ
ω
騨
O
渉
O
図
Φ
一
〇
プ
臣
帥
O
プ
α
Φ
讐
け
μ
臨
（
7

　
ω
o
財
。
昌
国
『
暮
勘
ロ
帥
日
ρ
N
U
竃
O
噛
切
昏
観
冒
日
。
。
曾
”
ω
ω
．
刈
。
。
n
i
。
。
O
窃
（
こ
の
論

　
文
に
み
え
る
ト
ル
コ
語
訳
の
原
音
写
を
付
し
た
固
有
名
詞
に
関
し
て
）

唱
弓
…
…
O
ゴ
■
ω
o
ψ
①
隔
Φ
斜
↓
門
9
ω
Ω
冨
豆
鉾
Φ
ω
〇
二
訣
三
冨
甲
・
コ
鋤
ヨ
α
劃
円
①
碁

　
勺
①
H
ω
帥
β
⑦
汁
目
蜀
自
鐸
。
鉱
。
コ
司
舜
湿
O
餌
冨
Φ
噛
寓
蝕
四
昌
σ
q
Φ
ω
○
凱
Φ
葺
p
鯖
罫
℃
㊤
ユ
ω

　
一
Q
Q
o
Q
Q
◎
℃
℃
℃
．
も
σ
㊤
I
o
◎
劇
　
　
（
ペ
ル
シ
ア
鷺
…
．
下
戸
砦
写
小
小
、
　
選
一
　
・
七
・
十
五
章
）
。

ト
ル
コ
語
の
音
写
は
現
代
ト
ル
コ
語
に
従
い
、
固
有
名
詞
だ
け
、
ペ
ル
シ
ア
語
の

音
写
に
従
う
。
ペ
ル
シ
ア
語
の
音
写
は
o
o
搭
ぎ
σ
Q
㊤
器
魑
℃
②
誘
㌶
㌣
国
瓢
q
Q
財
ω
ゴ
∪
凶
？

に
準
じ
る
。

一

　
三
上
次
男
著
『
陶
磁
の
道
』
に
は
、
ジ
ロ
ン
ー
ー
ポ
ー
ブ
氏
か
ら
引
用
し
て
、

『
中
燭
記
』
　
の
興
味
深
い
記
事
が
載
せ
て
あ
る
（
岩
波
新
欝
、
　
九
六
九
年
、

　
　
①

九
一
頁
）
。
即
ち
、
明
の
武
宗
正
徳
帝
（
一
五
〇
六
一
二
一
）
か
ら
オ
ス
マ
ン
朝

ト
ル
コ
の
セ
リ
ム
一
世
（
　
五
＝
一
i
二
〇
）
に
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
飾
ら
れ
た

二
欄
の
中
国
陶
磁
が
贈
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
私
の
知
る
限

り
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
が
『
巾
国
記
』
に
書
い
て
あ
る
可
能
挫
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
説
は
恐
ら
く
、
何
ら
か
の
誤
解
か
ら
で
あ
る
と
患
う
が
、
差
し
轟
っ
て
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『
中
国
記
』
の
評
価
が
十
分
に
確
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。

　
ア
リ
賦
エ
ク
ベ
ル
〉
＝
国
犀
げ
。
穏
〈
、
戸
山
〉
開
σ
鴛
の
「
巾
・
国
記
隔
囚
げ
、
．
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎡

牌
3
・
占
餌
白
干
、
．
に
つ
い
て
は
、
，
シ
ェ
…
フ
ァ
ー
O
『
Q
。
多
無
興
氏
が
紹
介

す
る
ペ
ル
シ
ア
語
原
典
写
本
の
末
尾
に
、
「
仁
君
修
嘗
3
、
出
餌
ヨ
ρ
は
、
神

の
か
よ
わ
き
し
も
べ
、
ω
，
5
・
峯
．
〉
財
〉
岸
げ
鴛
開
匿
附
属
の
手
に
よ
っ
て

成
就
し
た
が
、
回
暦
九
二
二
年
第
三
月
の
末
（
西
暦
「
五
一
六
年
四
月
）
　
に

コ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ニ
エ
　
（
イ
ソ
ス
タ
ソ
ブ
ル
）
帯
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
」

（
勺
↓
・
℃
噛
○
◎
験
コ
．
H
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
　
著
者
名
と
著
述
の
年
代
・
場
所

が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
と
き
ま
さ
に
、
オ
ス
マ
ン
朝
ト
ル
コ
は
セ
リ
ム
一
世
に
よ
り
初
め
て
東
都
専

ア
ナ
ト
リ
ア
の
山
雷
地
帯
を
越
え
て
イ
ラ
ン
・
シ
リ
ア
・
エ
ジ
プ
ト
へ
征
服

の
歩
を
進
め
て
い
た
。
一
五
一
四
年
に
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
瀞
、
ソ
境
の
チ
ァ
ル
デ

ィ
ラ
ン
で
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
シ
ャ
ー
践
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
を
敗
走
さ
せ
、

つ
い
で
首
都
タ
ブ
リ
ー
ズ
を
占
領
し
た
。
そ
し
て
一
五
一
七
年
に
エ
ジ
プ
ト

の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
を
滅
し
、
メ
ヅ
カ
・
メ
デ
ィ
ナ
両
イ
ス
ラ
ム
襲
都
の
領
有

権
を
獲
得
す
る
に
至
る
征
服
活
動
に
お
い
て
、
オ
ス
マ
ン
朝
は
東
方
へ
の
門

戸
を
開
い
ト
た
。
し
か
る
に
、
中
将
へ
の
陸
上
交
通
は
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
を
媒
介

に
し
て
少
な
く
と
も
十
五
世
紀
の
前
半
に
お
い
て
は
す
こ
ぶ
る
活
況
を
呈
し

た
。
　
『
中
国
記
』
　
の
著
者
ア
リ
ー
ー
エ
ク
ベ
ル
は
中
国
の
都
市
を
た
と
え
て

「
タ
ブ
リ
ー
ズ
市
の
如
く
だ
」
（
6
諸
ω
・
ミ
σ
二
）
と
い
う
。
従
っ
て
、
彼
は
多

分
タ
ブ
リ
ー
ズ
を
経
て
イ
ス
タ
ソ
ブ
ル
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
書
の
ほ
か
に
ア
リ
ー
ー
エ
ク
ベ
ル
に
言
及
す
る
文
献
は
見
当
ら

な
い
。
本
書
の
叙
述
か
ら
も
、
彼
が
ど
の
経
路
に
よ
っ
て
中
隔
へ
往
来
し
た

か
に
つ
い
て
確
証
を
得
る
ご
と
は
困
難
で
あ
る
。
本
書
の
第
一
章
は
イ
ス
ラ

ム
の
地
か
ら
中
国
へ
至
る
諸
道
の
陳
述
で
あ
る
が
、
　
「
陸
路
に
は
三
つ
の
道

が
あ
り
、
～
つ
は
カ
シ
ミ
ー
ル
の
道
、
一
つ
は
ホ
ー
タ
ン
の
道
、
一
つ
は
モ

グ
リ
ス
タ
ソ
の
道
（
即
ち
翻
チ
ャ
ガ
タ
イ
領
）
で
あ
る
」
（
℃
8
葛
。
。
）
と

い
い
、
前
二
者
の
道
に
つ
い
て
や
や
具
体
的
記
述
を
有
す
る
点
で
箸
者
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

路
を
暗
示
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ま
こ
と
に
要
領
を
え

な
い
。
そ
の
里
程
も
、
　
「
ジ
ャ
イ
フ
ー
ソ
（
ア
ム
ダ
リ
ア
）
河
騨
か
ら
中
国

辺
境
ま
で
は
三
ケ
月
行
程
で
あ
り
、
　
…
レ
ス
ク
ジ
ュ
（
o
り
三
乙
口
上
州
）
の

関
門
に
至
る
。
こ
の
関
門
に
は
城
塞
が
き
わ
め
て
堅
固
に
作
ら
れ
て
あ
る
」

（∀

ｨ
や
＄
）
と
い
う
一
般
的
叙
述
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
中
国
」

（
屡
富
（
｝
・
）
ま
た
は
Ω
回
冨
）
に
関
し
て
広
範
囲
の
情
報
を
二
十
章
に
わ
け
て

体
験
談
を
も
ま
じ
え
て
語
る
内
容
の
質
量
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
、
ペ
ル
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
本
書
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
ス
ル
タ
ソ
ー
ー

ム
ラ
ト
三
世
（
一
五
七
四
－
九
五
）
の
た
め
に
、
　
『
中
国
の
法
典
』
（
囚
ρ
p
g
ロ
，

．
溢
曽
ヨ
①
山
Ω
金
口
m
隈
三
樽
）
　
と
い
う
題
名
で
回
暦
九
九
〇
年
（
西
暦
一
五
八

二
年
）
頃
に
オ
ス
マ
泌
皿
ト
ル
コ
語
に
訳
述
さ
れ
た
。
そ
し
て
ト
ル
コ
人
の

注
意
を
引
く
よ
う
に
な
っ
た
。
十
七
世
紀
の
ト
ル
コ
の
著
名
な
百
科
全
書
家

91 （859）

」



ハ
ヅ
ジ
ィ
ー
ー
ハ
リ
フ
ァ
（
ま
た
は
キ
ャ
テ
ィ
ブ
距
チ
ェ
レ
ビ
）
は
『
世
界
地

理
誌
』
．
．
］
缶
餌
想
出
β
副
帥
、
、
（
｛
六
五
四
年
執
筆
．
未
完
、
～
七
三
二
年
刊
行
）
．
に

お
い
て
、
中
国
方
面
の
記
述
の
お
よ
そ
三
分
の
二
ほ
ど
を
、
こ
の
ト
ル
コ
語
訳

か
ら
利
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
回
暦
＝
一
七
〇
年
（
西
暦
一
八
五
四
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ト
グ
ラ
フ
イ
ヨ

に
わ
ず
か
の
部
数
だ
っ
た
け
れ
ど
も
ト
ル
コ
語
訳
の
版
　
本
が
出
た
。
こ
の

よ
う
に
本
書
は
ト
ル
コ
に
お
い
て
長
く
中
国
に
関
す
る
情
報
文
献
と
な
っ
た

が
、
写
本
や
版
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
も
も
た
ら
さ
れ
て
、
東
洋
学
者
の
興
味

を
そ
そ
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
『
中
国
の
法
典
』
は
流
布
本
と
し
て
十
分
に
意
義
を
も
っ
た
に
し
て
も
、

原
典
で
あ
る
『
中
国
記
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
献
と
し
て
の
評
価
に
少
な
か
ら

ぬ
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
欠
点
を
有
し
た
。
一
つ
に
は
、
『
中
国
の
法
典
』
で

は
著
者
が
．
巴
剛
ρ
密
げ
。
寓
蔭
な
帥
覧
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
訳

者
は
、
テ
、
イ
ム
ー
ル
朝
ウ
ル
グ
ー
ー
ベ
ク
の
弟
子
と
し
て
オ
ス
マ
ン
朝
講
に
き

て
有
名
に
な
っ
た
天
文
・
数
学
老
ア
リ
ー
ー
ク
シ
笛
ジ
ュ
と
誤
認
し
た
か
ら
で

あ
る
。
も
ヶ
一
つ
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
訳
述
の
仕
方
に
あ
る
。
即
ち
、

訳
述
し
た
時
点
を
基
準
に
し
て
、
本
文
に
恣
意
的
な
解
説
を
付
し
た
。
原
典

に
お
い
て
一
人
称
で
語
る
記
事
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
ト
ル
コ
語
訳
で
は
、

「
そ
の
地
方
〔
中
国
〕
に
入
り
、
そ
の
後
ル
ー
ム
地
方
〔
ト
ル
コ
〕
に
き
た

若
干
の
商
人
に
よ
っ
て
話
さ
れ
た
が
」
（
○
一
ゑ
跡
団
簿
貯
①
σ
Q
三
や
σ
q
⑦
温
く
臨
贈

囮
簿
点
図
飾
ヨ
、
帥
σ
Q
Φ
δ
昌
げ
晋
H
慈
。
＄
a
ρ
昌
昌
ρ
匹
。
貯
ロ
窪
匠
＼
目
㌶
。
。
・
ホ

欝
駆
）
と
い
う
具
舎
で
あ
る
。
　
こ
の
た
め
に
原
典
で
は
一
人
称
の
体
験
談
で

あ
っ
て
も
、
訳
本
で
は
伝
聞
の
よ
う
に
受
け
と
れ
る
。
し
か
も
、
本
書
に
は

マ
ル
コ
ー
ー
ポ
ー
ロ
の
話
な
ど
に
優
先
権
が
与
え
ら
れ
る
話
題
も
存
在
す
る
の

で
、
本
書
は
マ
ル
コ
ー
ー
ポ
ー
ロ
や
イ
ブ
ン
ー
ー
バ
ト
ゥ
…
タ
の
も
た
ら
し
た
古

い
材
料
を
組
み
た
て
て
著
述
さ
れ
た
と
い
う
フ
ラ
イ
シ
ャ
ー
、
麟
．
び
・
国
0
7

ω
o
ロ
興
や
ツ
ェ
ソ
カ
ー
㍗
日
ダ
N
窪
〆
孚
氏
の
結
論
に
導
か
れ
る
こ
と
に

　
　
④

な
っ
た
。
こ
う
し
た
訳
本
に
よ
る
誤
解
を
氷
解
さ
せ
た
の
は
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー

氏
で
あ
り
、
文
献
的
重
要
性
を
強
調
し
た
の
が
ポ
ー
ル
ー
ー
カ
ー
レ
勺
・
囚
㊤
菖
①

氏
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ル
匹
高
角
レ
氏
は
、
　
『
中
国
記
』
の
一
人
称
で
語
る
叙

述
の
中
に
お
い
て
、
新
皇
帝
の
即
位
に
遭
遇
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
リ

ー
ー
エ
ク
ベ
ル
は
武
宗
正
営
為
の
即
位
初
年
（
｝
五
〇
六
）
か
ら
少
な
く
と
も

三
年
澗
中
国
に
滞
在
し
た
と
判
断
し
、
『
中
国
記
』
は
著
者
の
体
験
談
と
滞

在
申
に
見
聞
し
た
情
報
に
五
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
ム

ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ム
教
徒
）
の
中
国
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
他
に
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
れ
な
い
事
情
を
伝
え
る
と
し
て
、
高
く
評
価
し
た
。
し
か
し
、
陳
述
の
内

容
に
つ
い
て
具
体
的
に
確
か
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
ト
ガ
ソ
N
・
く
．
8
0
σ
q
導

氏
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
献
と
し
て
の
評
価
は
ポ
ー
ル
阻
カ
ー
レ
氏
の
考
え
る
ほ

ど
で
は
な
い
と
み
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
嶺
時
に
お
け
る
中
央
ア
ジ
ア
の

交
通
と
中
国
事
情
に
つ
、
い
て
正
確
な
認
識
を
も
っ
て
評
価
す
べ
き
こ
と
は
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

者
と
も
提
起
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
の
立
場
を
証
明
す
る
明
確
な
陳
述
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の
少
な
い
「
や
国
記
』
の
評
価
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お

り
で
あ
る
．
そ
れ
に
は
諸
写
本
の
校
合
が
必
要
で
あ
る
し
、
中
国
の
広
範
囲

に
わ
た
る
具
体
的
事
情
も
十
分
考
慮
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
圏
下
私
に
と

っ
て
、
そ
れ
は
不
可
能
に
近
い
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
　
端
を
と
ら
え
て
見

通
し
を
つ
け
る
こ
と
も
ま
た
無
意
味
で
は
な
い
と
思
う
。
主
と
し
て
こ
こ
で

使
用
す
る
の
は
欠
点
の
多
い
オ
ス
マ
ン
翻
ト
ル
コ
語
訳
写
本
の
一
つ
で
あ
る
。

従
っ
て
考
察
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
困
難
で
あ
る
こ
と
も
あ
ら
か

じ
め
こ
と
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

：二

　
オ
ス
マ
ン
躍
ト
ル
コ
語
訳
『
中
国
の
法
典
』
も
ま
た
序
文
を
付
し
て
、
二

十
章
か
ら
な
る
。
こ
れ
と
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
茂
の
公
表
し
た
ペ
ル
シ
ア
語
原

典
写
本
の
三
章
（
勺
円
）
の
テ
キ
ス
ト
と
を
対
照
す
る
限
り
で
は
、
「
章
（
し
d
9
1
げ
）

・
節
（
団
餌
3
」
の
区
分
は
原
典
と
同
じ
で
あ
る
。
各
所
に
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
詩

句
、
対
句
（
じ
d
曙
什
）
詩
、
詩
形
（
蛍
窓
白
）
な
ど
の
見
出
し
に
よ
っ
て
詩
が

挿
入
さ
れ
て
物
語
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
も
原
典
に
従
う
。
詩
は
、
ト
ル
コ
語

訳
で
も
ペ
ル
シ
ア
語
の
ま
ま
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
氏
に
よ
る
と
、
ア
ッ

タ
ー
ル
（
＝
一
三
〇
年
頃
没
）
、
サ
ァ
デ
ィ
（
　
二
九
一
年
没
）
、
ル
ー
ミ
…
（
一
二

七
三
年
没
）
や
マ
フ
ム
ー
ド
阻
シ
ャ
ビ
ス
タ
リ
ー
（
ふ
三
二
〇
年
頃
没
）
な
ど
の
著

名
な
ペ
ル
シ
ア
詩
人
か
ら
借
用
さ
れ
た
も
の
と
、
自
作
の
や
や
見
劣
り
の
す

る
も
の
か
ら
な
る
と
い
う
。

　
こ
こ
で
紹
介
す
る
ト
ル
コ
語
訳
写
本
（
円
寓
・
・
）
は
、
お
よ
そ
縦
横
一
一
十
×

十
五
糎
、
七
十
葉
、
表
裏
十
七
行
か
ら
な
る
写
本
で
あ
る
。
各
号
の
冒
頭
に

は
「
見
幽
し
」
を
付
し
て
陳
述
の
テ
ー
マ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
　
「
節
」
に
は

見
出
し
と
は
直
接
関
係
の
な
い
話
題
も
含
ま
れ
、
そ
れ
に
ま
た
「
見
出
し
」

が
付
せ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
ず
見
出
し
に
従
い
、
本
書
の
内
容
を
便
宜

　
　
　
　
　
　
　
お

上
示
し
て
お
き
た
い
。

　
＊
　
（
　
）
は
簗
者
が
便
宜
上
つ
け
た
見
出
し
で
あ
る
、
数
字
は
フ
ォ
リ
オ
・
表
裏
・

　
　
行
数

『
中
國
の
法
典
』

（
序
文
と
各
章
の
概
要
）

第
一
章

第
二
至

愚
三
章

第
四
章

第
五
章

中
国
へ
の
諸
道
の
陳
述
で
あ
る

諸
宗
教
の
陳
述
で
あ
る
。

都
市
∴
城
塞
の
陳
述
で
あ
る
。

か
の
都
市
の
守
護
の
た
め
に
配
備
さ
れ
た
軍
隊

の
陳
述
で
あ
る
。

諸
都
市
の
産
物
か
ら
金
・
銀
・
銅
・
鉛
ほ
か
織

物
・
綿
布
な
ど
、
と
そ
の
製
品
、
ま
た
、
穀
物

や
果
実
か
ら
薬
物
に
至
る
ま
で
が
収
蔵
さ
れ
た

　
一
σ
H
－
㊤
び
一
⑦

り
げ
一
①
1
同
O
げ
困
刈

一
〇
げ
H
刈
一
H
切
即
回
圃

H
㎝
ρ
一
『
－
ト
こ
O
P
Q
O

卜⊃

g
㊤
○
○
…
卜
⊃
㎝
σ
一
①
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諸
倉
庫
の
陳
述
で
あ
る
。

鎗
六
章
　
異
教
徒
の
帝
王
に
関
す
る
陳
述
で
あ
る
。

　
　
　
　
節
　
中
国
皇
帝
の
宮
廷
に
関
す
る
陳
述
で
あ
る
。

第
七
章
　
中
国
の
刑
獄
に
関
す
る
陳
述
で
あ
る
。

第
八
章
　
中
園
の
人
び
と
は
年
一
疑
い
か
に
祝
祭
を
行
な

　
　
　
　
う
か
の
陳
述
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乳

第
九
章
　
中
圏
傾
の
十
二
部
の
内
訳
と
そ
の
陳
述
で
あ
る
。

第
十
章
　
中
国
の
人
び
と
の
交
際
・
宴
会
と
そ
の
礼
儀
作

　
　
　
　
法
の
詳
細
に
関
す
る
陳
述
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
酒
は
米
か
ら
つ
く
る
話
）

第
十
一
章
　
遊
郭
と
遊
女
に
関
す
る
陳
述
で
あ
る
。

第
十
二
章
他
の
諸
困
に
な
い
、
か
の
地
に
独
特
の
驚
異

　
　
　
　
の
術
と
不
思
議
な
治
療
と
、
球
と
演
技
の
や
り

　
　
　
　
方
・
そ
れ
ら
の
陳
述
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
心
臓
を
切
開
し
て
治
療
す
る
話
）

　
　
　
　
（
球
乗
り
曲
芸
の
話
）

　
　
　
　
（
暦
書
は
ど
う
し
て
作
ら
れ
、

博
㎝
げ
一
①
1
卜
⊃
O
び
①

bつ

B
σ
①
1
ω
㊤
9
¶

QQ
閧
X
刈
一
幽
⑦
ρ
ω

駆
①
騨
ω
1
瓶
M
σ
①

戯
M
σ
①
－
㎝
回
σ
①

α
一
ぴ
⑦
1
切
的
び
一
蒔

α
旧
び
一
㎝
一
㎝
刈
勲
戯

01
?
㊤
購
…
㎝
○
○
ぴ
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
か
の
話
）

第
十
三
章
　
中
国
の
地
方
が
こ
の
よ
う
に
法
律
を
管
理
す
る
こ

　
　
　
　
と
の
理
由
に
関
す
る
陳
述
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
㎝
◎
。
σ
㎝
一
＄
σ
一
①

第
十
四
章
　
彼
ら
の
間
で
知
ら
れ
る
諸
学
問
の
た
め
に
建

て
ら
れ
た
学
院
や
書
堂
に
関
す
る
陳
述
で
あ
る
。

舞
一
ノ
呈
　
金
・
銀
貨
、
紙
幣
の
陳
述
で
あ
る
。

第
十
九
章
　
諸
法
律
を
守
遵
す
る
こ
と
の
陳
述
で
あ
る
。

第
二
十
章
　
劇
場
の
陳
述
で
あ
る
。

　
　
　
　
節
　
か
の
地
方
に
一
二
つ
の
物
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
ナ
ツ
メ
・
ケ
シ
・
ス
イ
レ
ン
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
吃
り
げ
回
①
1
0
0
餌
日
切

第
十
五
章
　
諸
方
面
か
ら
来
往
す
る
者
の
陳
述
で
あ
る
。
　
8
巴
α
一
①
卜
⊃
ρ
ω

　
　
　
　
（
皇
帝
囚
剛
昌
円
二
黒
毒
忌
昌
の
イ
ス
ラ
ム
入
信
の
話
）

第
十
六
章
　
カ
ル
マ
ク
族
の
者
た
ち
に
関
す
る
陳
述
で
あ

　
　
　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
b
っ
9
ω
一
O
ω
帥
軋

　
　
　
　
節
　
テ
ィ
ベ
ヅ
ト
族
と
そ
の
ω
漏
（
～
）
た
ち
の
起
源
に
関
す
る
陳

　
　
　
　
　
述
で
あ
る
、

　
　
　
　
簸
　
イ
ン
ド
人
た
ち
と
彼
ら
の
献
上
物
の
陳
述
で
あ
る
。

第
十
七
章
　
中
国
領
の
農
業
に
関
す
る
陳
述
で
あ
る
。
　
　
　
①
。
。
毘
一
窯
ぴ
船

　
　
　
　
節
　
諸
都
市
に
火
災
が
発
生
す
れ
ば
、
三
つ
の
手
段
で
消
火
す
る
。

　
　
　
　
節
　
ハ
ン
バ
リ
グ
で
は
「
ま
き
」
の
代
り
に
石
を
も
や
す
。

　
　
　
　
節
　
中
国
の
人
び
と
の
比
類
な
き
信
仰
・
巡
拝
の
形
式
と
、
そ
の

　
　
　
　
　
道
に
は
い
っ
た
行
者
の
陳
述
で
あ
る
。

？
フ
ト
k
恥
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
蒔
σ
尚
一
①
㎝
騨
し
の

①
㎝
ρ
卜
Q
i
①
㎝
騨
㊤

①
㎝
ρ
り
一
圃
O
ぴ
劇

節
　
死
者
た
ち
の
装
束
に
お
け
る
習
慣
・
儀
式
は
こ
う
で
あ
る
。
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節
　
申
園
の
軍
民
の
不
可
思
議
な
る
事
業
の
陳
述
で
あ
る
。

（
蹟
文
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
δ
9
一
㊤

　
以
上
の
よ
う
な
見
出
し
を
有
す
る
本
書
の
体
裁
は
勿
論
旅
行
記
で
は
な
く
、

中
国
の
生
活
様
式
、
国
家
組
織
、
ま
た
周
辺
諸
国
と
の
交
渉
や
歴
史
事
実
な

ど
を
、
伝
説
・
俗
説
・
民
間
説
話
な
ど
の
よ
う
な
も
の
を
も
混
同
し
な
が
ら

も
、
一
応
章
節
に
分
け
て
示
し
て
い
る
。
い
わ
ば
中
国
毒
情
の
案
内
書
で
あ

る
。
　
ト
ル
コ
語
訳
の
表
題
『
中
国
の
法
典
』
　
、
．
H
（
麟
鐸
爵
旨
峯
㊤
日
。
山
○
露
昌
【
一

H
（
緊
ゆ
餌
．
”
に
お
い
て
、
．
、
O
践
p
餌
銅
壷
職
、
、
は
、
恐
ら
く
著
者
ア
リ
野
口
ク

ベ
ル
が
Ω
風
p
と
国
ぼ
3
（
《
）
と
を
ほ
と
ん
ど
区
別
な
く
混
同
し
て
　
「
中

国
」
を
指
示
す
る
用
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
は
と
も
か

く
、
、
、
践
9
・
雲
昌
舜
ヨ
。
、
”
「
法
律
醤
」
と
い
う
表
現
は
確
か
に
ト
ル
コ
的
で

あ
る
。
オ
ス
マ
ソ
ー
ー
ト
ル
コ
に
お
い
て
一
く
勲
業
邑
く
ρ
讐
愚
嵩
門
法
律
」
は

シ
ヤ
リ
ヒ
ァ

聖
法
に
規
定
さ
れ
な
い
、
い
わ
ば
世
俗
的
な
秩
序
一
般
を
指
す
の
に
用
い
ら

れ
た
。
国
家
制
度
・
組
織
や
生
活
の
掟
の
解
説
を
主
テ
ー
マ
と
す
る
『
中
国
　
・

記
』
は
、
ト
ル
コ
流
に
言
え
ば
、
ま
さ
に
「
中
国
の
法
律
に
関
す
る
需
」
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
本
書
の
な
か
で
、
と
き
ど
き
一
人
称
で

語
る
記
事
が
確
か
に
旅
行
の
見
聞
で
あ
り
、
ほ
か
に
も
、
こ
の
種
の
潜
在
的

記
述
は
よ
り
多
く
含
ま
れ
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
に
注
漸
し
て
、
本
書
の
旅

行
記
的
性
格
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
。

三

　
現
在
、
改
訂
版
国
昌
3
δ
δ
℃
o
良
轡
O
h
H
ω
冨
ヨ
の
．
レ
目
〉
犀
σ
銭
の
条
に

解
説
さ
れ
る
と
お
り
、
本
雷
は
、
著
考
の
見
聞
し
た
清
報
に
基
づ
く
こ
と
が

通
説
と
な
っ
た
と
雷
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
仮
に
こ
の
通
説
に
従
う
と
し
て

も
、
旅
行
見
聞
の
状
況
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
本
書
の
陳
述

に
は
ハ
ン
バ
リ
グ
、
即
ち
北
京
に
関
す
る
記
事
が
多
い
。
従
っ
て
あ
る
期
間

北
京
に
滞
在
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
前
提
の
上
に
立
つ
。
要
す
る
に
文
献
的

有
用
性
を
設
定
す
る
根
拠
が
甚
だ
不
明
確
な
た
め
に
、
史
料
と
し
て
の
有
効

性
が
弱
く
、
史
料
的
価
値
が
あ
る
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
衷
で
ほ
と
ん
ど

無
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
評
価
の
問
題
点
も
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、
通
説
に
従
う
と
し
て
、
著
者
が
ど
の
よ
う
な
経
路
で
北
京
に
至
っ
た

か
、
北
京
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
見
聞
し
た
か
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
本
章
で
は
北
京
へ
の
経
路
に
つ
い
て
取
り
扱
う
。

　
北
京
以
外
に
関
す
る
一
人
称
で
語
る
記
事
に
は
、
樹
木
が
い
か
に
繁
茂
し

て
い
る
か
を
示
し
た
、
次
の
陳
述
が
あ
る
。
即
ち
、
　
「
二
、
三
ケ
月
ほ
ど
方

々
の
土
地
に
、
わ
た
し
ら
は
行
っ
た
。
道
の
両
わ
き
に
は
ず
う
一
と
樹
木
が

繁
り
、
　
そ
の
蔭
の
な
か
を
歩
き
、
わ
た
し
ら
の
頭
上
に
日
は
登
ら
な
か
っ

⑦
た
」
（
同
ソ
幽
ω
　
㊦
ω
　
ρ
　
G
o
）
と
み
え
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ほ
か
に

北
京
へ
の
往
来
の
経
路
に
つ
い
て
手
が
か
り
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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し

第
一
章
に
、
℃
8
に
よ
る
と
、
北
京
へ
至
る
「
宿
場
か
ら
宿
場
へ
百
日
行

程
」
の
地
は
、
　
「
粛
州
の
関
門
」
（
U
p
）
吋
び
p
⇒
鳥
∴
ω
巳
乙
口
）
　
つ
ま
り
、
嘉
硲

関
を
意
味
し
、
　
「
ど
の
都
欝
・
城
塞
へ
行
く
に
も
宿
場
の
は
じ
ま
り
は
そ
こ

か
ら
だ
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
次
に
嘉
硲
関
か
ら
北
京
へ
の
経
路

が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
に
は
第
九
章
の
中
国
領
の
十
二
部
の
う
ち
、
第
一
部

、
「
挾
酉
」
の
条
を
手
が
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
中
国
領
の
十
二
部
門
一
部
を
ニ
ケ
月
わ
た
し
ら
は
歩
い
た
。
第
一
部
は

　
　
Q
Q
プ
客
猟
の
［
5
と
い
う
。
こ
の
部
の
諸
都
市
の
名
は
図
Z
一
〉
［
Z
］
男
タ
N

　
　
と
思
量
一
毫
、
ω
づ
9
！
＜
と
O
鷹
H
（
｝
タ
、
だ
。
こ
の
三
都
市
で
は
論
述
が

　
　
手
に
入
る
。
ほ
か
の
都
市
で
は
入
手
で
き
な
い
。
ま
た
こ
の
部
に
は
、

　
　
』
づ
、
い
〉
客
甥
ぞ
く
と
帯
く
び
筆
法
蜀
ノ
く
と
麟
ヲ
く
属
》
瓢
閃
ノ
く
が
あ
る
。

　
　
こ
の
三
都
市
で
は
上
質
の
大
黄
が
手
に
入
る
。
ほ
か
の
都
市
で
は
入
手

　
　
で
き
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
O
び
窯
O
磁
男
≦
と
℃
尾
H
・
ン
玉
屑
ノ
く
、
こ
の

　
　
都
市
も
い
ま
言
っ
た
部
の
う
ち
の
名
だ
が
、
道
中
で
患
く
黙
し
た
。
ま

　
　
わ
り
に
あ
る
都
市
の
数
は
き
り
が
な
い
。
ま
た
ど
の
都
市
に
も
回
教
寺

　
　
院
が
あ
る
。
　
．

　
　
ン
建
節
山
O
鉱
昌
、
貯
O
昌
一
賦
ζ
ω
諺
ヨ
ユ
舘
回
σ
跨
犀
掃
の
ヨ
ヨ
騨
一
｝
胤
餌
団

　
　
畷
口
写
祭
汗
■
緊
H
。
。
ヨ
∴
Φ
！
．
♂
．
①
貯
口
Φ
　
Q
つ
げ
瓢
図
Q
り
　
自
〇
二
巽
．
じ
d
自
　
囚
あ
緩
緩

　
　
鷲
ぼ
二
a
．
9
馬
事
累
亨
男
ノ
．
く
①
丙
呂
≦
ω
ノ
く
ヨ
．
く
。
U
客
図
ヨ
．
噸

　
　
σ
蛋
雌
の
噸
①
｝
鳳
二
①
a
㊦
ヨ
訪
財
ぴ
霧
二
〇
｝
二
H
．
0
9
賓
ユ
噸
。
ぼ
ユ
〇
三
①
9
ヨ
帥
N
◆

　
　
〈
①
σ
o
『
ω
ヨ
欝
づ
く
い
〉
窯
男
タ
「
～
、
㊦
図
目
》
署
閃
づ
N
ノ
、
o
開
犀
同
〈
冥
〉
窯

　
　
団
タ
．
＼
σ
自
鶴
㊨
鷲
｝
旧
臣
〇
三
〇
欝
く
。
湿
争
一
ゆ
邸
｝
麺
ω
昌
。
ぎ
罫
○
ρ
団
嵩

　
　
鷲
巴
ユ
①
H
瓢
o
o
ぎ
属
N
．
く
①
O
げ
瓢
U
く
切
ノ
く
ノ
・
①
憎
鴫
い
》
裟
蜀
ノ
く
噌
び
二

　
　
贈
Φ
｝
民
二
鶏
自
①
藍
｝
自
O
ぎ
⇒
ρ
づ
園
あ
ヨ
閉
門
繕
ρ
昌
創
旨
ζ
鴫
O
一
μ
N
霞
①
＜
巴
臨

　
　
o
ヨ
虚
礼
ε
触
．
図
窪
9
貯
乙
2
0
冨
コ
鷲
｝
躍
動
〇
ユ
5
｝
δ
。
。
ρ
げ
一
曳
き
9
創
α
貯
’
＜
Φ

　
　
プ
2
鴛
三
益
。
ヨ
⑦
。
。
2
⊆
（
型
Y
一
〇
舘
三
イ
鍵
9
目
・
（
↓
ン
固
Q
o
’
　
心
圃
び
O
Q
一
一
蒔
）

と
あ
る
。
な
お
↓
日
に
は
Ω
乾
U
〈
司
ぞ
と
℃
司
ぴ
〉
窯
司
ノ
く
の
と
こ

ろ
に
は
、
｝
劉
ウ
（
ε
鴫
凋
！
く
と
ズ
目
）
窯
1
8
ノ
，
司
！
く
と
切
鴫
び
〉
名
切
情
の

三
都
市
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
て
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
著
者
は
嘉
絡
関

か
ら
北
京
に
至
る
百
日
行
程
の
と
こ
ろ
を
ニ
ケ
月
で
歩
い
た
。
は
じ
め
に
結

論
か
ら
さ
き
に
言
え
ば
、
都
市
名
は
峯
H
ご
鋤
苧
旨
（
気
違
府
）
、
即
ち
西
安

府
、
囚
§
己
帥
。
。
離
冒
（
甘
州
・
粛
州
、
）
ヵ
窪
σ
q
－
首
（
蘭
州
）
、
冒
団
p
漏
只
p
）
、

ズ
質
9
1
〒
籔
（
？
．
）
、
輝
…
扇
舞
－
3
（
河
南
府
　
）
、
弓
丈
遺
漏
口
（
彰
徳
府
）
、
℃
同
団
㌣

宕
（
平
涼
府
）
、
O
葛
起
劉
蛍
（
真
定
府
）
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
参
考
文
献
は
二
つ
あ
る
。
　
一
つ
は
國
暦
八
二
三
年

（一

l
一
　
○
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
巾
国
に
滞
在
し
た
テ
ィ
ム
…
ル
朝
の
選
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

使
節
に
よ
る
行
程
記
で
あ
る
。
　
も
う
　
つ
は
糊
大
明
黒
丸
』
の
「
管
待
番

夷
土
官
三
管
」
　
（
巻
一
一
四
・
礼
部
）
の
条
に
み
え
る
使
節
の
往
来
途
次
の

接
待
の
通
例
で
あ
る
。
　
前
者
に
つ
い
て
は
、
　
い
ま
テ
ヴ
ニ
ノ
ー
ソ
臼
鑑
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

↓
9
ノ
．
窪
百
官
編
纂
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
よ
る
と
、
嘉
硲
関
か
ら
北
京
に
至
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十六世紀初頭の中国に関するイスラム史料（小田）

る
経
路
は
、

　
　
O
貧
ρ
o
巳
（
嘉
難
関
）
、
　
の
興
α
Q
δ
鐸
（
粛
州
）
、
麟
勲
記
σ
Q
δ
β
（
甘
州
）
、

　
　
O
鍵
鴛
⇒
o
口
写
口
（
溜
水
）
、
　
「
大
都
会
」
（
西
安
府
）
、
「
大
河
」
（
黄
河
）
、

　
　
ω
註
広
戸
。
口
（
真
定
府
2
）
、
　
田
影
ヨ
げ
二
一
凶
σ
Q
戸
（
北
京
）

で
あ
る
。
次
に
『
会
解
』
の
記
事
は
、
諸
外
国
使
節
団
に
往
来
途
次
ど
こ
で

食
事
を
接
待
し
た
か
の
通
例
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
場
所
の
記
載
に
よ

っ
て
使
飾
の
通
過
経
路
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
恰
密
（
湿
9
ヨ
一
）

に
つ
い
て
、
　
「
受
書
二
次
。
使
臣
回
還
、
盃
三
郷
湯
飯
。
陳
西
布
政
司
茶
飯

管
待
一
次
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
北
京
の
使
節
団
宿
舎
た
る
公
館
「
会
同
館
」

に
お
い
て
二
度
の
宴
待
と
使
節
の
帰
途
に
順
天
府
の
良
郷
と
陳
西
布
政
司
、

即
ち
西
安
府
に
お
い
て
食
事
の
接
待
を
行
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
概
し
て
い

わ
ゆ
る
西
域
諸
國
の
使
節
に
は
、
こ
の
ほ
か
「
甘
粛
」
、
　
つ
ま
り
陳
西
行
都

指
揮
司
に
お
い
て
宴
待
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
通
例
に
つ
い
て
は
、
永
楽
十

九
年
（
一
四
二
一
）
の
北
京
遷
都
1
7
一
際
し
て
「
定
跡
番
夷
貢
賞
例
務
従
業
。
悉

依
贔
級
」
（
『
国
辱
臨
巻
一
七
、
永
楽
＋
九
年
正
月
丙
子
の
条
）
と
あ
り
、
こ
れ
以
後

使
節
の
待
遇
が
定
例
化
し
て
き
た
。
そ
れ
以
前
に
は
往
々
に
し
て
非
常
に
優

遇
し
た
例
が
あ
る
。
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
ー
ー
ハ
ソ
国
の
ナ
ク
シ
阻
ジ
ャ
ハ
ー
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

（
納
三
者
紫
藍
3
ω
7
一
三
訂
臣
帰
欝
。
．
一
気
0
－
ミ
醤
）
　
の
使
節
の
場
合
が
そ
の

例
で
あ
り
、

　
　
使
臣
回
〔
還
〕
、
至
保
定
・
真
定
・
彰
徳
・
衛
輝
・
懐
慶
・
河
南
各
府
・

　
　
滝
関
衛
・
陵
西
布
政
司
・
平
涼
府
・
甘
粛
、
茶
飯
管
待
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
帰
途
の
場
合
で
あ
る
が
、
ま
た
往
路
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ラ

ト
（
険
回
列
｛
・
団
【
①
H
9
け
）
、
即
ち
、
シ
轟
、
1
琵
ル
ク
の
使
節
に
対
し
て
、
「
永
楽

間
、
使
臣
朝
貢
、
経
過
府
衛
、
茶
飲
接
待
」
と
み
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ほ

と
ん
ど
通
過
の
府
名
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
経
路
は
明
代
を
通
じ
て

恐
ら
く
変
ろ
こ
と
が
な
か
っ
た
。
さ
き
に
み
た
シ
瀞
、
1
陛
ル
ク
使
節
の
旅
行

日
記
の
固
有
各
詞
の
比
定
が
確
定
さ
れ
6
の
も
、
「
じ
つ
は
こ
の
よ
う
な
記
事

と
全
く
　
致
す
る
か
ら
で
あ
り
、
本
書
の
都
市
名
の
音
写
も
、
差
し
当
っ
て

・
不
明
の
二
つ
を
除
い
て
、
　
ま
さ
し
く
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
五
五
同
〉
渚

頃
宅
く
隅
冒
識
コ
ー
宮
（
京
樽
府
）
は
西
安
府
の
対
音
で
は
な
い
。
し
か
し
た
と

え
ば
、
明
代
の
『
回
回
館
華
客
訳
語
』
（
東
洋
文
庫
本
）
の
地
理
門
の
条
に
は
、

「
囚
窯
｝
》
客
団
ジ
N
陳
西
　
欽
張
夫
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
レ
「
陳
西
」
は
陳

西
布
政
司
の
こ
と
と
解
せ
ら
れ
、
西
安
府
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
序
で
な

が
ら
本
書
の
別
の
個
所
に
は
、
　
「
そ
の
名
を
国
営
芯
㌣
h
⇔
と
い
う
都
市
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
る
Q
三
万
ほ
ど
の
ム
ス
リ
ム
が
そ
こ
に
住
む
」
（
」
［
レ
臼
ω
．
H
へ
①
一
Q
Q
）
と
い
う
。

　
さ
ら
に
な
お
、
前
掲
引
用
文
に
続
く
一
句
を
「
図
≦
．
Φ
ロ
旨
鷲
｝
三
8
じ
ご
図
N

職
三
臨
畔
　
（
最
初
の
都
市
は
日
。
σ
ユ
N
の
如
く
だ
）
」
（
馬
σ
置
）
と
解
読
で
き

る
と
す
れ
ば
、
「
最
初
の
都
市
」
は
疑
い
な
く
国
一
ど
9
1
⇔
－
貯
を
意
味
す
る
。

次
に
、
図
客
臼
毛
Q
Q
ノ
ぐ
づ
＜
＜
囚
p
昌
山
鈎
ω
帥
冒
を
甘
州
・
粛
州
の
対
音
と

す
れ
ば
、
こ
れ
を
一
都
市
と
す
る
の
は
事
実
に
合
致
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
替
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粛
」
と
併
称
さ
れ
て
　
地
域
の
如
く
扱
わ
れ
、
陳
西
行
都
指
揮
司
（
甘
州
）

を
意
味
す
る
明
代
の
慣
行
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
誤
っ
た
認
識
に

立
つ
も
の
で
は
な
い
。
。
さ
ら
に
シ
ャ
ー
弼
ル
ク
の
行
程
記
に
も
ω
囚
づ
＜

＜
ω
巳
（
冒
で
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
肥
州
の
古
音
が
「
U
鍵
げ
ρ
昌
α
高
ω
口
犀
甘

粛
州
の
関
門
」
（
嘉
賂
関
）
と
し
て
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
著
者
の
認

識
の
仕
方
を
示
す
も
の
に
違
い
な
い
。
　
U
窯
民
　
臼
♂
＜
　
は
　
聞
窯
図
づ
＜

＜
口
舞
σ
q
点
⇔
（
蘭
州
）
の
誤
写
と
み
て
お
き
た
い
。
際
ノ
ぐ
瓢
ン
甥
司
≦
．
〈

厚
β
昌
戦
々
注
（
河
南
府
）
、
　
O
げ
翼
U
く
男
を
く
O
ぴ
即
智
臼
漏
ρ
冒
口
創
g
写
鐵

（
彰
徳
府
）
、
　
勺
唱
い
レ
属
切
≦
〈
℃
ロ
g
－
黙
．
切
団
㌶
亨
置
（
平
門
府
）
、

噛
（
一
）
累
N
尾
頃
ノ
＜
＜
｝
二
等
点
戸
○
ぼ
国
戦
野
口
（
｛
具
定
府
）
の
な
か
に
は
多

少
対
音
に
不
正
確
な
個
所
も
あ
る
が
、
十
分
可
能
性
の
あ
る
音
写
と
思
う
。

づ
く
い
ン
寝
切
♂
＜
＜
首
唱
㌣
五
戸
O
げ
巳
四
H
甲
h
只
2
）
、
函
ぴ
艶
名
娼
ジ
、
〈
囚
臨
鍵
で

賞
国
巳
9
1
達
眼
（
？
）
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
誤
解
か
あ
る
い
は
書
写
の
間

違
い
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
音
写
に
対
応
す
る
府
名
を
見
出
せ
な
い
。

　
以
上
要
す
る
に
こ
れ
ら
の
都
市
が
西
域
諸
国
の
使
節
の
経
路
上
に
あ
り
、

著
者
も
ま
た
そ
こ
を
通
っ
た
と
結
論
し
う
る
。
そ
の
地
域
を
も
り
ぴ
上
議
o
D
嘱
く

ω
ロ
①
昌
α
q
－
。
。
X
険
西
）
の
地
方
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
腰
香
、
大
黄
に
つ

い
て
の
発
話
は
い
さ
さ
か
独
断
的
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
誤
り
と
は
言
え
ま

い
。
大
黄
は
山
西
・
朧
西
方
面
の
鴬
谷
に
産
し
、
勝
心
も
ま
た
出
様
方
面
に
野

生
す
る
塒
か
ら
と
れ
る
が
、
ム
ス
リ
ム
の
間
に
お
い
て
も
最
も
珍
重
さ
れ
た

香
料
・
薬
物
で
あ
る
。
最
後
に
、
著
者
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
北
京
に
行
っ
た

か
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
章
の
朝
貢
記
事
が
参
考
と
な
ろ
う
。
勺
8
に
よ
る
と
、

　
　
イ
ス
ラ
ム
の
諸
国
か
ら
陸
路
を
〔
中
国
に
〕
行
く
人
び
と
は
、
絶
対
に

　
　
使
節
（
H
一
〇
嘗
）
の
名
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
人
は
陸
路
に
馬
を

　
　
曳
き
、
宝
石
（
〉
一
ヨ
9
1
ω
）
・
粗
毛
布
（
噸
離
）
・
羅
沙
（
O
げ
口
ρ
ρ
）
、
即
ち
耕
羅

　
　
沙
（
6
り
ρ
隙
巴
蜀
件
）
．
硬
玉
（
緒
器
ぽ
葭
）
．
珊
瑚
（
窯
鍵
鞍
ε
〔
を
た
ず
さ

　
　
え
〕
、
獅
子
（
ω
嵐
H
）
・
豹
（
く
9
）
・
山
猫
（
ω
ぐ
倒
甲
σ
q
翻
ど
〔
を
連
れ
て
行

　
　
く
が
〕
、
そ
れ
ら
は
皆
そ
の
土
地
に
お
い
て
値
打
ち
が
あ
る
か
ら
だ
。
駄

　
　
馬
ど
も
（
》
ω
や
9
山
げ
鴛
σ
q
躍
）
で
も
皆
喜
ん
で
引
き
取
る
。
そ
の
辺
境
軍

　
　
隊
に
支
給
す
る
の
だ
。
上
等
の
馬
は
馬
主
と
共
に
皇
帝
の
御
前
に
送
ら

　
　
れ
る
。
ど
の
馬
に
も
十
二
人
の
馬
丁
（
困
（
び
帥
α
昌
P
ρ
挫
犀
郡
下
）
が
宿
場
か
ら
宿

　
　
場
へ
百
日
行
程
を
連
れ
て
行
く
。
十
二
人
の
う
ち
六
人
は
、
極
彩
色
の
提

　
　
灯
を
、
色
塗
り
の
図
柄
の
あ
る
棒
の
先
に
嫁
し
て
、
馬
の
前
後
左
右
を

　
　
歩
む
。
ま
た
他
の
六
人
の
う
ち
三
人
の
馬
丁
は
先
頭
に
、
最
後
の
三
人

　
　
は
尾
尻
に
つ
き
従
う
。
獅
子
は
馬
の
十
倍
も
飾
り
た
て
、
豹
や
山
猫
は
獅

　
　
子
の
半
分
ほ
ど
の
威
厳
を
保
つ
の
だ
。
こ
の
動
物
ど
も
も
皆
百
日
行
程

　
　
を
行
く
。
獅
子
の
た
め
に
下
さ
る
賞
賜
は
三
十
箱
の
物
だ
。
囁
省
思
に
千

　
　
包
分
が
は
い
っ
て
い
る
。
面
子
（
レ
げ
団
ω
）
・
多
子
（
園
斜
巨
莇
）
・
℃
餌
尋

　
　
げ
霞
σ
q
・
鉄
あ
ぶ
み
（
勾
帥
｝
島
げ
山
彙
窪
）
・
織
金
衣
（
智
諺
9
山
N
碧
謬
）
・

　
　
は
さ
み
（
ッ
諏
ρ
蝕
咽
）
・
小
刀
（
国
習
α
）
・
針
（
G
D
O
鎚
ε
な
ど
、
要
す
る
に
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各
々
一
包
ず
つ
皆
で
各
零
墨
包
と
い
う
こ
と
だ
。
獅
子
に
嗣
二
十
箱
、
豹

　
　
や
斑
猫
は
十
五
、
馬
に
対
し
て
は
獅
子
の
十
分
の
一
〔
の
賜
与
が
あ
る

　
　
と
い
う
わ
け
だ
〕
。
そ
し
て
各
馬
丁
に
云
云
綿
子
衣
圏
日
騨
ρ
N
馨
断
ω

　
　
σ
鋤
山
。
。
け
畠
山
ρ
ρ
B
餌
筈
）
を
八
着
、
と
彩
色
の
異
な
る
三
着
の
服
も
下

　
　
さ
る
。
　
そ
の
ど
の
服
も
二
人
前
の
大
き
さ
に
も
作
ら
れ
て
あ
り
、
　
布

　
　
（
図
曽
噌
ぴ
餌
も
。
）
の
縦
横
は
ひ
と
ひ
ろ
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
靴
（
白
詩
ρ
）
な

　
　
ど
の
賜
物
は
、
進
物
の
値
打
ち
に
応
じ
た
賞
賜
と
は
別
で
あ
る
。
以
上

　
　
す
べ
て
は
中
国
皇
帝
か
ら
ど
の
ム
ス
リ
ム
に
も
下
さ
る
も
の
だ
。

と
い
う
。
こ
の
陳
述
の
な
か
で
馬
丁
に
関
す
る
記
述
が
具
体
性
に
富
む
こ
と

に
注
目
し
た
い
。

四

　
そ
れ
で
は
、
北
京
に
話
を
移
そ
う
。
ま
ず
、
北
京
、
即
ち
、
ハ
ソ
バ
リ
グ

に
お
い
て
遭
遇
し
た
事
件
を
一
人
称
に
よ
っ
て
語
る
記
事
は
、
第
七
章
の
刑

獄
の
条
に
あ
る
。
　
「
わ
た
し
ら
に
は
次
の
よ
う
な
事
件
が
あ
っ
た
。
わ
た
し

ら
は
十
二
人
で
、
ハ
ソ
バ
リ
グ
に
到
着
し
た
が
、
中
国
皇
帝
の
御
前
に
て
偶

　
　
　
　
　
　
あ
　
ほ

々
、
わ
た
し
ら
の
馬
鹿
な
ひ
と
り
が
テ
ィ
ベ
ッ
ト
の
人
び
と
の
ひ
と
り
と
喧
嘩

を
し
た
。
そ
の
ひ
と
り
の
喧
嘩
が
も
と
で
罪
も
な
い
わ
た
し
ら
仲
間
金
員
が

捕
縛
さ
れ
、
獄
舎
に
拘
引
さ
れ
た
」
と
い
う
。
こ
の
拘
留
中
の
見
聞
に
基
づ

く
と
み
ら
れ
る
第
七
章
の
記
事
を
ま
と
め
る
と
、
ハ
ン
バ
リ
グ
に
は
二
つ
の

獄
（
N
ヨ
詠
ε
が
あ
る
。
一
つ
は
「
閑
諸
℃
ノ
＜
（
〈
隅
貯
で
℃
窃
叩
）
と
い
う
も

の
」
で
あ
り
、
刑
罰
は
苛
烈
を
き
わ
め
、
繋
鎖
は
非
常
に
厳
璽
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
生
き
て
出
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
刑
罰
・
繋
鎖
と

も
軽
い
「
ω
び
団
客
勺
ノ
＜
（
〈
ω
寓
〒
旨
～
）
と
い
う
」
獄
が
あ
り
、
よ
り
多
く

の
人
び
と
が
そ
こ
か
ら
無
事
に
出
ら
れ
た
。
　
「
わ
た
し
ら
無
実
」
の
囚
人
は

ω
げ
冒
も
5
1
の
獄
に
連
行
さ
れ
、
そ
の
な
か
の
陳
織
布
政
司
（
ρ
ρ
貯
ヨ
養
毛
、
一

ω
9
旨
σ
q
色
）
の
部
門
に
お
い
て
鉄
鎖
に
繋
留
さ
れ
た
。
五
日
後
、
朝
廷
（
Q
。
斧

鼠
団
点
蔭
倒
ρ
鍵
）
か
ら
命
令
が
き
て
身
体
の
拘
束
だ
け
は
解
か
れ
た
。
守

衛
の
猷
と
り
に
窺
う
た
と
遵
う
に
よ
る
と
、
ω
｝
翫
苧
名
の
獄
に
は
一
万
五
千

人
の
女
が
留
置
さ
れ
て
い
た
。
さ
て
、
ほ
と
ん
ど
毎
臼
の
よ
う
に
獄
含
か
ら

連
れ
出
さ
れ
、
ハ
ン
バ
リ
グ
の
諸
方
面
の
役
所
に
お
い
て
、
取
り
調
べ
を
う

け
た
。
ど
の
役
所
へ
行
く
に
も
一
日
が
か
り
で
そ
こ
へ
行
き
、
一
日
そ
こ
で

調
べ
ら
れ
て
宿
泊
し
、
翌
日
獄
舎
へ
帰
っ
て
く
る
状
態
で
あ
っ
た
。
二
十
六
心

葉
、
獄
内
に
あ
る
役
所
に
お
い
て
裁
判
官
の
前
に
出
て
判
決
を
宣
告
さ
れ
た
。

「
お
前
ら
は
無
罪
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
前
た
ち
の
仲
闘
の
ひ
と
り
は
テ
ィ
ベ

ゾ
ト
人
を
棒
で
打
ち
彼
を
死
な
せ
た
。
お
前
ら
の
仲
間
は
有
罪
で
あ
る
の
で
、

お
前
た
ち
は
各
人
三
升
の
粟
を
罰
と
し
て
払
え
ば
よ
い
。
し
か
し
、
殴
打
致

死
の
罪
を
犯
し
た
者
は
三
年
間
留
置
し
た
の
ち
、
死
刑
に
処
す
。
彼
は
そ
の

と
き
ま
で
こ
こ
に
留
め
る
。
お
前
ら
は
近
々
に
釈
放
さ
れ
よ
う
」
と
。
そ
う

し
て
「
わ
た
し
ら
」
は
翌
日
自
由
の
身
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
著
者
た
ち
が
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二
十
六
臼
聞
留
置
さ
れ
た
獄
の
名
称
の
比
定
は
、
差
し
当
っ
で
専
門
家
の
判

断
に
待
つ
と
し
て
、
入
獄
の
年
月
日
、
獄
の
所
在
に
関
す
る
明
確
な
手
が
か

り
の
記
載
は
、
以
上
述
べ
た
ほ
か
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
北
京
へ

到
着
し
た
同
道
岩
（
甲
｛
9
一
β
巴
卸
｝
μ
）
の
十
二
人
と
前
節
の
末
尾
で
紹
介
し
た
馬

丁
の
人
数
と
の
一
致
は
、
あ
る
い
は
「
わ
た
し
ら
」
の
身
分
を
は
か
ら
ず
も

瞭
示
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
次
に
、
潜
在
的
な
旅
行
見
聞
記
と
思
わ
れ
る
記
事
が
若
干
存
在
す
る
。
再
び

シ
ャ
ー
n
ル
ク
使
簸
の
行
程
記
と
対
応
さ
せ
て
見
聞
の
状
況
を
探
る
こ
と
に

し
た
い
。
こ
の
、
旅
行
日
記
の
体
栽
を
有
す
る
行
程
記
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

士
の
生
彩
あ
る
紹
介
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
使
節
一
行
は
永
楽
十
八

年
十
一
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
お
よ
そ
五
ケ
月
の
間
北
京
に
滞
在
し
、
明
廷

に
お
け
る
正
月
の
行
事
な
ど
を
い
き
い
き
と
し
た
筆
致
で
伝
え
る
。
ま
た
、
北

京
遷
都
、
主
要
宮
殿
の
焼
失
な
ど
の
歴
史
的
事
柄
に
も
遭
遇
し
た
。
　
『
皇
明

実
録
』
に
、
正
調
七
人
と
五
一
〇
人
か
ら
な
る
こ
の
使
節
に
該
当
す
る
入
貢

記
事
は
見
当
ら
な
い
が
、
正
式
の
使
節
団
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。

　
さ
て
、
本
書
の
陳
述
を
行
程
記
に
対
応
さ
せ
、
記
事
の
信
愚
直
を
確
か
め

る
に
あ
た
り
、
明
朝
の
記
録
に
照
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
さ
ら
に
明
確
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
ろ
う
。
行
程
記
の
第
二
月
九
日
号
即
ち
永
楽
十
九
年
正
月
甲
戌
は
「
郊

祀
」
の
正
祭
の
日
で
あ
る
。
北
京
の
南
郊
に
あ
4
6
け
る
天
地
神
合
祀
の
神
事
は
、

じ
つ
に
こ
の
年
に
始
ま
り
世
宗
嘉
靖
九
年
（
一
五
三
〇
）
ま
で
正
月
定
例
の
大

行
事
と
な
り
、
正
旦
・
万
寿
節
・
冬
至
の
大
朝
賀
と
共
に
気
霜
の
権
威
を
荘

厳
に
し
た
。
恐
ら
く
、
こ
の
日
全
外
面
使
節
団
は
皇
城
の
承
天
門
外
に
お
い

て
南
郊
か
ら
帰
還
す
る
皇
帝
を
出
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

ず
、
行
程
記
に
は
、

　
　
早
朝
、
み
ご
と
な
馬
が
大
使
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
遣
さ
れ
た
。
こ
れ
に
騎

　
　
乗
し
て
遡
揮
に
行
く
た
め
だ
。
皇
帝
が
宮
中
に
掩
っ
て
か
ら
八
日
目
で

　
　
あ
る
。
毎
年
幾
日
か
黙
想
す
る
慣
行
が
あ
る
か
ら
だ
。
ど
ん
な
類
の
肉

　
　
を
も
口
に
さ
れ
な
い
。
後
宮
に
も
遊
ば
さ
れ
ず
、
ま
た
さ
よ
う
な
者
を

　
　
め
す
こ
と
も
な
さ
ら
な
い
。
黙
想
の
場
所
に
は
画
像
も
偶
像
も
な
い
け

　
　
れ
ど
も
、
天
神
を
礼
拝
し
祈
薦
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
日
、
行
願
は

　
　
成
就
す
る
。
そ
し
て
盾
妃
の
居
る
宮
殿
に
帰
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ご

　
　
飾
り
立
て
ら
れ
た
象
の
背
に
、
円
い
銀
製
の
善
良
を
し
た
座
が
設
け
ら

　
　
れ
、
七
彩
あ
る
い
は
鍛
子
の
蕨
幡
が
着
け
ら
れ
、
甲
冑
に
正
装
し
た
人

　
　
び
と
が
そ
こ
に
乗
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
よ
う
に
飾
ら
れ
た
五
十

　
　
頭
あ
ま
り
の
馬
に
は
、
楽
隊
が
騎
乗
し
て
い
る
。
す
べ
て
は
言
い
よ
う

　
　
も
な
い
壮
麗
さ
で
あ
る
。
象
隊
は
、
約
五
万
人
を
従
え
て
進
み
、
い
さ
さ

　
　
か
も
足
並
を
乱
さ
ず
、
奏
楽
の
ほ
か
に
は
何
の
音
も
聞
え
な
い
ほ
ど
の
、

　
　
い
と
も
静
粛
さ
の
な
か
に
、
み
ご
と
な
秩
序
で
行
進
は
続
け
ら
れ
た
。

　
　
夢
中
で
見
入
る
う
ち
、
誰
庵
が
我
に
帰
っ
た
と
き
、
す
で
に
皇
帝
は
宮

　
　
中
に
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
あ
と
だ
っ
た
。

100 （868）



十六世紀初頭の中国に関するイスラム史料（小田）

と
い
う
。
次
に
本
書
の
陳
述
を
み
よ
う
。

　
　
宍
節
）
中
國
皇
帝
は
み
ず
か
ら
毎
年
一
度
宮
廷
か
ら
外
出
す
る
こ
と
。

　
　
中
国
皇
帝
は
、
　
ハ
ソ
バ
リ
グ
市
の
郊
外
に
礼
拝
所
を
造
り
、
自
身
独
特

　
．
の
礼
拝
を
行
な
う
た
め
に
、
そ
れ
が
安
置
し
て
あ
る
。
毎
年
一
度
、
諸

　
　
獄
で
死
罪
と
な
っ
た
者
〔
の
霊
魂
〕
に
会
う
た
め
に
、
そ
の
礼
拝
所
に

　
　
至
る
。
礼
拝
所
の
様
子
は
こ
う
だ
。
四
面
の
壁
や
正
面
に
掛
詞
の
詩
句

　
　
・
偉
大
な
る
名
号
が
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
〔
言
う
2
〕
「
書
」
に
よ
っ
て
書

　
　
か
れ
、
中
国
式
装
飾
は
と
こ
ろ
せ
ま
し
と
飾
ら
れ
て
あ
る
。
そ
の
礼
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
所
に
巡
幸
が
企
て
ら
れ
る
と
、
前
日
か
ら
斎
戒
し
、
大
望
に
座
す
。
そ
し

　
　
て
幾
千
人
の
軍
隊
は
徒
歩
で
甲
胃
に
身
を
か
た
め
て
剣
を
抜
い
て
頭
や

　
　
肩
の
上
に
捧
げ
、
中
国
皇
帝
の
前
に
て
粛
々
と
歩
む
。
象
の
隊
列
は
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ご

　
　
の
車
に
繋
が
れ
て
、
車
上
の
蠕
は
彩
色
の
編
子
幡
や
さ
ま
ざ
ま
の
装
飾

　
　
に
よ
っ
て
飾
り
立
て
ら
れ
、
中
国
皇
帝
の
前
に
て
順
々
に
進
む
。
千
人

　
　
ほ
ど
の
武
官
と
共
に
、
さ
ら
に
え
り
ぬ
き
の
楽
隊
が
中
国
皇
帝
の
玉
座

　
　
の
左
右
に
侍
し
て
、
種
々
の
不
可
思
議
な
音
楽
を
奏
す
。
皇
帝
の
近
侍

　
者
と
共
に
玉
座
を
導
く
の
だ
。
楽
隊
は
整
然
と
歩
み
、
奏
楽
の
み
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ル

　
さ
は
、
忘
我
の
絶
頂
に
至
っ
て
興
奮
の
あ
ま
り
、
魂
が
心
身
よ
り
「
離

　
ヴ
ユ
ダ
ロ

　
別
」
を
告
げ
る
ば
か
り
だ
。
ム
ス
リ
ム
の
無
官
は
そ
こ
に
、
お
お
な
ん

　
と
、
二
人
が
騎
乗
し
て
行
く
。
イ
ス
ラ
ム
の
人
び
と
は
敬
意
の
念
に
打

　
た
れ
る
（
P
）
。
諸
大
臣
・
諸
将
宣
す
べ
て
は
徒
歩
で
あ
る
。
ほ
か
四
千

人
の
者
た
ち
も
各
々
徒
歩
で
進
み
、
頭
目
だ
け
が
騎
乗
し
て
同
行
す
る

の
だ
っ
た
。
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⇒
創
O

ぽ
①
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町
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く
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①
ω
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掃
9
N
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導
欝
詳

｝
類
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蔓
δ
賓
9
N
忌
勺
u
＜
⑦
同
臼
巴
遡
山
蔭
碁
深
慮
旨
0
8
く
舘
μ
8
冒
℃
母

N
好
ゆ
。
叶
簿
旨
酌
牲
。
吋
象
5
0
監
置
9
ヨ
8
9
島
⇒
酔
ρ
～
．
9
h
罠
僧
井
ρ
ω
畠
。
緒
｝
望
ρ

σ
冒
σ
q
戸
葺
．
o
＜
＜
巳
。
讐
ゆ
ε
け
β
や
く
口
誓
諺
離
器
お
け
巴
さ
－
下
話
♂
、
ρ
昌

盈
N
舞
¢
o
ε
凄
ワ
巴
9
6
0
σ
ヨ
δ
噸
搾
段
℃
ぐ
貧
δ
巴
日
。
詳
。
σ
q
早
目
搾
。
冨
や

く
。
げ
凱
お
㌶
旨
p
崎
O
家
㌻
σ
増
鷺
足
旨
～
、
o
湯
引
噸
す
廿
離
N
o
同
¢
犀
。
団
自
喝
堕
障
㌣

4
卿
詳
言
O
び
剛
謁
、
讐
α
p
慈
β
o
o
a
μ
o
o
。
仲
o
a
お
ロ
晦
8
蜜
9
同
門
は
霞
●
＜
o
巳
『
「
｝
（
斧

3
二
田
巴
紳
費
乙
m
…
ρ
巴
ρ
げ
巴
ρ
舜
び
ρ
鰹
製
》
、
蓋
附
！
、
o
m
ピ
話
ぴ
巴
霞
覧
訂
門
ぢ
。

日
笹
麟
窺
。
冨
鼠
3
【
昌
¢
～
．
～
、
①
昌
ρ
¢
霧
獲
乙
ρ
旨
℃
屋
δ
一
興
～
、
o
o
ヲ
、
9
匿
≦
皆
け

鵠
。
．
9
舜
覧
馳
母
。
島
ワ
鰹
帥
の
紳
マ
㎞
Ω
臥
旨
、
貯
α
蝕
蘭
鋤
o
o
σ
勲
ぴ
ご
9
σ

90
S
内
。
ユ
2
・
切
ヨ
諺
欝
畠
ρ
増
戸
び
。
楓
巨
鳥
弓
馬
N
ぐ
ρ
胤
Φ
α
q
q
N
乙
。
鍔
器
〒
．

ら
。
ざ
H
け
a
詳
巴
H
慌
｝
轟
ρ
9
1
昌
匡
一
Ω
昌
⇔
．
ヨ
9
0
ヨ
忽
舜
。
。
ぼ
決
㌶
ゆ
。
詳
！
、
斜
2
0
ヨ101 （869）



i

　
　
　
離
σ
q
P
ユ
げ
ω
9
N
㌶
円
コ
①
く
a
＃
O
α
一
ワ
！
・
Φ
繹
旧
餌
ρ
節
郎
｝
8
β
自
貯
凱
p
　
げ
P
Q
o
孚

　
　
　
閃
鵠
O
証
　
臨
Φ
　
犀
凶
　
仲
P
プ
ぼ
⇒
同
　
σ
q
¢
鉱
触
ヨ
耐
冨
巴
副
署
．
　
o
Q
P
N
2
巨
鳥
O
冨
H
　
ω
ρ
津

．
　
　
m
同
曽
ω
＝
μ
良
ρ
団
偉
覧
げ
同
離
や
σ
蛋
ぐ
①
O
げ
牌
①
の
ρ
湿
騨
二
灘
謬
O
！
．
ρ
一
嵩
○
（
δ
二
〇
同
｝
島
．

　
　
　
罪
Φ
⇒
ρ
9
｝
1
一
　
〇
Φ
N
げ
①
一
コ
入
一
一
⑩
峠
拶
｛
①
人
け
①
詳
一
ρ
O
．
ゆ
。
印
点
O
ρ
P
　
μ
　
叶
①
昌
¢
　
O
で
く
①
臨
ρ

　
　
　
魁
O
ヨ
Φ
｝
7
・
ぢ
紳
¢
誉
　
ノ
ヨ
O
．
げ
9
α
義
勇
ρ
コ
山
舞
μ
P
ω
離
ぱ
回
戸
曽
路
帥
嵩
胤
P
讐
ρ
一
β
欝
雷
▼
　
臨
畠

　
　
．
】
畠
彰
Φ
も
弓
嵩
①
9
叶
即
び
認
識
や
㊦
剛
瓢
両
H
留
守
欝
σ
q
9
》
6
叶
叶
験
．
N
凶
白
　
離
　
叶
Φ
】
自
M
田

　
　
O
障
μ
①
怠
¢
α
O
⇒
：
：
：
り
　
！
、
離
N
①
同
騨
ノ
．
①
　
ρ
H
昌
Φ
H
ρ
　
プ
三
嵩
　
唱
ン
φ
伽
①
　
巳
彊
℃
”

　
　
α
α
H
翫
び
一
雛
　
ヨ
出
（
低
ρ
昌
　
σ
q
ρ
》
q
一
　
｝
畠
ヨ
㊦
露
6
8
月
　
プ
O
同
　
σ
一
ユ
ω
一
　
℃
グ
・
㊤
幽
Φ

　
　
》
己
鼠
毛
竪
琴
Φ
　
ぴ
勲
噸
貯
コ
働
叶
一
肖
臨
①
び
O
沸
騰
σ
Φ
叫
良
雷
H
，
鳥
タ
　
（
↓
切
幽
の
．
一
一
σ

　
　
。
。
占
b
。
9
蒔
）

と
あ
る
。
こ
の
両
記
事
が
郊
祀
の
行
事
と
函
渠
の
儀
侠
を
伝
え
．
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
本
書
の
著
者
が
行
程
記
を
利
用
し
た
の
で

も
あ
る
ま
い
。
明
ら
か
に
画
簿
の
儀
侯
の
描
写
は
別
の
光
景
で
あ
る
。
明
朝

に
お
け
る
天
子
の
車
酪
・
責
具
、
楽
隊
の
編
成
・
曲
欝
、
先
導
す
る
錦
衣
衛

隊
の
侍
衛
組
織
な
ど
ハ
言
う
ま
で
も
な
く
定
制
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
「
歯

簿
骨
壷
。
本
諸
司
職
。
後
来
魚
骨
。
詳
絡
不
同
」
　
（
『
大
明
会
典
』
巻
一
四
〇
、

兵
部
）
と
も
あ
る
よ
う
に
、
典
礼
作
法
は
次
第
に
盛
大
に
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
記
事
の
内
容
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
次
に
第
八

章
の
「
中
国
の
人
び
と
の
年
一
度
の
祝
祭
偏
は
正
心
の
大
朝
会
と
饗
宴
に
つ

巨．

ﾄ
述
べ
允
も
の
で
あ
り
、
第
六
章
に
も
、
多
分
同
様
な
朝
儀
の
玉
座
、
文

武
百
官
の
列
位
、
諸
外
倒
使
節
の
参
列
と
奏
楽
に
つ
い
て
語
る
。
ま
た
第
二

十
章
に
み
え
る
劇
場
累
α
q
黛
｝
多
琴
の
舞
台
に
つ
い
て
の
一
場
価
を
描
写
し

て
、　

　
ま
わ
り
に
は
宮
廷
の
楽
士
・
歌
手
や
そ
の
町
の
演
劇
士
が
ひ
か
え
る
。

　
　
そ
の
と
き
に
内
廷
の
楽
士
竃
官
と
外
廷
に
在
る
軍
隊
の
高
級
武
宮
の
各

　
　
～
人
が
着
飾
り
、
腰
に
間
じ
．
よ
う
な
緑
帯
を
締
め
て
そ
の
舞
台
に
や
つ

　
　
て
き
て
支
度
す
る
。
画
具
を
外
し
う
宝
石
入
り
の
金
貸
を
若
け
、
舞
台

　
　
に
着
席
し
、
客
人
た
ち
に
飲
食
を
許
し
、
飲
み
食
い
を
す
す
め
る
。
す

　
　
る
と
、
た
だ
ち
に
楽
士
は
楽
器
を
手
に
と
り
、
歌
手
は
も
の
さ
び
し
く
、

　
　
悲
し
み
に
満
ち
た
歌
唱
を
始
め
る
。
そ
し
て
シ
ン
バ
ル
の
お
ど
り
は
グ

　
　
ル
ー
プ
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
の
仕
方
で
愛
嬌
を
ふ
り
ま
く
。

　
　
＜
①
①
括
目
即
論
嵩
自
ρ
q
り
麟
H
，
帥
団
山
　
］
囚
ぴ
舞
ρ
鋤
β
”
島
9
Q
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9
N
①
昌
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鮎
費
，
～
、
O
．
鰻
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｝
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①
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島
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①
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〇
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郎
．
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｝
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①
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鶏
N
①
⇒
鳥
Φ
δ
吋
器
N
一
霞
B
2
①
巴
弓
ン
・
Φ
げ
婁
、
ρ
コ
⑦
づ
創
①
δ
H
婁
．
ρ
N
－
円
プ
器
冒

　
　
く
①
留
a
誉
鐸
出
。
⇒
巴
9
①
転
び
9
⊃
牲
ρ
悉
や
く
Φ
ご
似
N
＝
ぽ
縞
づ
σ
q
q
鐸
げ

　
　
σ
Q
儀
謡
げ
窪
く
p
場
嚢
網
o
o
ご
♂
、
①
冨
噌
巴
⑦
巳
①
罫
（
日
冒
ω
■
①
q
餌
回
航
－
①
凱
剛
）
　
q
）

と
あ
り
、
饗
宴
・
奏
楽
・
歌
唱
の
最
中
に
優
雅
な
絹
編
子
に
装
束
し
た
十
歳

ほ
ど
の
少
女
た
ち
が
髪
ど
め
を
飾
り
、
籔
に
は
一
輪
一
輪
愛
ら
し
く
も
新
鮮

な
バ
ラ
の
蕾
を
着
け
て
舞
う
。
彼
女
ら
の
甘
美
で
熱
っ
ぽ
い
舞
、
は
な
や
い

だ
顔
、
そ
れ
は
筆
に
尽
せ
な
い
と
歎
息
す
る
。
こ
れ
は
確
か
に
著
者
が
使
節

と
し
て
列
席
し
た
宴
会
の
ひ
と
こ
ま
に
違
い
な
く
、
出
し
物
は
明
朝
定
例
の

「
宴
饗
楽
舞
」
（
『
明
史
』
巻
六
三
、
語
志
）
で
あ
ろ
う
。
　
シ
ャ
～
翻
ル
ク
使
節

の
旅
行
日
記
で
は
第
十
二
月
九
日
の
条
に
み
え
る
第
一
二
宮
廷
一
午
門
の
楼
上

の
こ
と
ら
し
い
一
に
お
け
る
饗
宴
に
対
応
す
る
。
か
く
し
て
、
以
上
一
、
二

の
紹
介
に
と
ど
ま
る
が
こ
の
よ
う
な
臨
場
感
に
あ
ふ
れ
た
見
聞
記
か
ら
、
著

者
が
い
わ
ゆ
る
朝
貢
使
節
と
し
て
の
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
浮
彫
に
す
る
。

諸
外
国
使
節
は
皇
城
外
の
会
同
館
に
宿
泊
し
、
勅
任
官
の
通
事
が
使
節
の
案

内
役
と
な
っ
た
が
、
本
書
に
「
各
使
節
団
に
そ
れ
ぞ
れ
通
訳
（
8
0
脱
O
漂
廿
P
g
P
）

が
っ
く
。
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
業
務
に
七
人
の
高
官
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
云

々
」
（
6
ジ
肖
ω
．
ω
研
げ
一
b
⊃
）
と
い
い
、
員
数
に
お
い
て
成
化
五
年
（
一
四
六
九
）
の
定

例
「
回
回
七
員
名
」
（
『
大
明
会
典
』
巻
一
〇
九
、
礼
部
、
各
国
通
事
）
と
あ
る
の

に
、
一
致
す
る
。

　
以
上
主
と
し
て
シ
ャ
ー
麗
ル
ク
使
節
の
行
程
記
と
の
対
応
を
手
が
か
り
と

し
て
、
本
書
の
若
干
の
記
事
を
紹
介
し
た
。
詮
索
す
れ
ば
、
さ
ら
に
い
く
つ

か
の
対
応
記
菓
を
見
出
せ
よ
う
。
本
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
献
と
し
て
の
評
価

に
疑
問
を
提
出
し
た
ト
ガ
ン
氏
が
、
明
ら
か
に
著
者
は
行
程
記
を
利
用
し
た

　
　
　
　
　
⑮

と
述
べ
ら
れ
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
記
事
の
類
似
か
ら
で
あ
ろ
う
け
れ

ど
も
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
結
論
と
し
て
お
き
た
い
。

五

　
本
稿
の
第
二
章
に
お
い
て
本
醤
の
体
裁
は
中
国
裏
情
の
案
内
書
で
み
る
こ

と
を
紹
介
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
叙
述
は
朝
貢
使
節
と
し
て
の
旅
行
詳
聞
に

基
づ
く
こ
と
を
、
第
三
、
第
四
章
に
お
い
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
、
西
暦
八
五
一
年
に
編
纂
さ

れ
た
と
い
う
ア
ラ
ブ
商
人
ス
レ
イ
マ
ン
の
旅
行
記
、
マ
ル
コ
ー
ポ
ー
ロ
の
冤

聞
録
、
そ
し
て
イ
ブ
ソ
”
バ
ト
ゥ
ー
タ
の
周
遊
記
な
ど
と
共
通
し
た
話
題
は

あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
話
を
利
用
し
た
形
跡
は
な
く
、
話
の
内
容
も
お

よ
そ
囲
致
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
般
に
周
辺
諸
国
の
、
明
朝
へ
の
通
交
は
、
本
書
の
著
者
も
断
言

す
る
如
く
、
い
わ
ゆ
る
朝
貢
の
様
態
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
。
旅
行
者
は
明

朝
か
ら
そ
の
よ
う
な
待
遇
と
規
制
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
旅
行
の
見
聞

を
一
般
化
し
て
途
．
＼
る
に
際
し
、
著
者
の
主
観
的
解
釈
が
導
入
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
え
、
ド
、
で

は
い
な
め
な
い
｝
、
．
：
独
独
断
的
に
な
る
こ
と
も
や
む
を
え
ま
い
。
こ
の
観
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点
か
ら
著
者
が
得
た
中
国
に
関
す
る
認
識
、
差
し
当
っ
て
は
歴
史
・
地
理
的

知
識
に
つ
い
て
本
書
か
ら
抽
出
し
て
み
よ
う
。

　
中
国
皇
帝
の
イ
ス
ラ
ム
改
宗
伝
説
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、
第
十
五
章
に
は
、

男
目
に
よ
る
と
、
「
中
国
の
人
び
と
は
カ
イ
ン
（
ρ
p
ぴ
自
）
の
宋
窩
で
あ
り
、

こ
の
王
子
掻
暮
み
薯
降
似
コ
は
い
ま
ム
ス
リ
ム
と
な
っ
た
」
（
や
Q
。
N
一
．
一
。
。
）

と
あ
る
。
ま
ず
前
半
の
カ
イ
ン
末
憲
説
に
つ
い
て
、
第
二
十
章
の
終
節
に
は
、

多
分
イ
ラ
ン
的
な
千
年
紀
発
展
説
と
幾
分
史
実
の
伝
承
に
よ
る
カ
ル
マ
ク
対

立
説
に
基
づ
き
、
大
略
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
中
国
の
人
び
と
は
一
万
三
千
年
以
来
続
き
、
い
ま
絶
頂
に
達
し
た
。
彼
ら

の
千
年
を
一
ρ
錠
冒
（
近
？
）
と
い
う
。
中
国
の
起
源
は
十
三
ρ
母
冒
で

あ
り
、
中
国
諸
国
は
十
三
部
と
な
る
。
つ
ま
り
各
部
は
千
年
ご
と
に
発
展
し

た
の
で
あ
る
。
　
カ
イ
ン
は
ア
ベ
ル
（
国
ゆ
び
ε
を
殺
し
た
の
で
、
不
信
の
蛮

で
あ
り
、
彼
の
子
供
も
不
実
の
徒
と
な
っ
た
。
ア
ダ
ム
（
》
α
ρ
白
）
は
カ
イ
ン

と
そ
の
子
供
を
殺
そ
う
と
決
意
し
た
と
き
、
カ
イ
ン
は
恐
れ
て
多
方
に
去
っ

た
。
r
彼
は
恐
怖
の
あ
ま
り
世
界
の
中
央
に
と
ど
ま
れ
ず
、
世
界
の
は
て
、
即

ち
中
国
の
世
界
に
き
た
の
で
あ
る
。
敵
を
防
ぐ
た
め
に
壕
と
壁
を
作
っ
た
。

第
一
ρ
錠
冒
に
お
い
て
長
さ
～
ニ
ケ
月
行
程
、
巾
一
ケ
月
行
程
の
壕
と
壁
を

作
り
、
城
市
を
造
っ
た
。
　
第
二
ρ
ρ
跳
μ
に
お
い
て
、
同
様
に
城
市
を
造
っ

た
。
第
三
ρ
霞
冒
も
同
様
だ
っ
た
。
第
四
ρ
㌶
ぎ
に
き
た
と
き
、
中
国

の
第
一
部
に
カ
ル
マ
ク
（
ρ
巴
日
似
ぬ
）
と
い
う
「
沙
漠
の
民
」
が
侵
入
し
て

国
を
な
し
た
っ
ル
、
、
．
コ
．
国
の
軍
隊
は
こ
れ
と
衝
突
し
た
。
軍
隊
は
駐
屯
し
て

　
　
　
　
　
　
・
t
、
、

さ
ら
に
域
市
を
濯
も
、
カ
ル
マ
ク
人
と
二
、
三
年
激
戦
を
交
し
て
彼
ら
か
ら

一
部
を
取
り
城
市
を
造
っ
た
。
こ
う
し
て
各
都
は
発
展
し
た
。
　
「
中
国
地
方

十
二
部
」
（
≦
邸
長
庚
国
入
協
、
溢
旨
8
壼
ぎ
ω
聲
）
は
す
で
に
述
べ
た
が
、

第
十
三
部
門
カ
ル
マ
ク
か
ら
取
っ
た
土
地
で
、
そ
こ
は
中
国
の
人
び
と
に
と

っ
て
不
快
で
あ
り
、
和
平
を
結
ん
で
そ
れ
を
返
し
た
。

　
こ
こ
に
み
え
る
中
国
十
二
部
説
は
、
第
七
章
に
も
、
℃
月
に
よ
る
と
、
申

国
諸
國
十
二
部
（
∪
5
噸
卿
亀
嵩
£
ω
華
華
ヨ
9
諺
農
犀
山
国
ぼ
萄
）
と
あ

り
、
第
四
章
に
も
「
中
国
諸
国
の
軍
隊
は
十
二
部
で
あ
る
」
（
］
り
》
角
ω
■
　
b
σ
ω
　
ρ
　
H
b
Q
）

と
い
い
、
確
か
に
中
国
十
二
部
説
は
著
者
の
認
識
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
明
代
の
地
方
行
政
区
分
に
基
づ
い
た
の
で
は
な
く
、
恐
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

く
元
朝
時
代
の
中
国
十
二
省
（
6
Q
貯
α
Q
）
説
の
根
跡
を
と
ど
め
る
も
の
で
あ
る
。

第
九
章
の
中
国
領
十
二
部
の
内
訳
に
よ
り
、
部
名
と
都
市
名
を
列
挙
す
ろ
と
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

第
一
部
ω
げ
窯
囚
ω
＜
＜
ω
9
岡
ρ
σ
q
血
　
（
騎
西
）

　
　
都
市
名
　
（
省
略
）

第
二
部
　
窯
N
》
閑
ω
8
琵
瓢
〈
以
旨
9
1
汰
。
。
畠
岸
「
2
」

　
　
都
市
名
　
Z
各
日
〉
＜
＜
賭
㊤
ヨ
萄
図
（
～
）
　
「
南
京
」
（
，
・
）

第
蟹
一
部
　
隊
巨
》
Z
ヒ
d
レ
ぴ
O
｝
回
V
隊
員
㌣
σ
帥
一
演
レ
　
「
北
京
」
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都
市
名
　
U
く
日
窯
只
く
U
団
み
窪
頓
（
”
）
「
P
」

第
四
部
　
頃
肖
N
》
〈
瓢
小
母
（
”
）
「
？
」

　
　
都
市
名
　
一
芝
｝
碧
く
｝
ロ
一
P
O
冨
冒
「
～
」

　
　
　
　
　
　
Q
D
い
》
閃
賜
田
く
ω
巴
鍵
漏
只
Ψ
）
「
p
」

雛
五
部
、
ピ
旨
ω
団
翼
く
ピ
償
ヨ
。
。
冒
（
隆
興
）
「
江
西
」

第
六
部
　
　
男
嗣
く
民
Q
Q
げ
崎
　
〈
団
巳
邑
昌
（
福
州
p
）

第
七
部

　
　
都
市
名
　
疹
翼
Q
Q
＞
〈
〉
際
§
ω
ξ
　
　
「
杭
州
」

第
八
部
　
吋
芝
Z
属
く
団
郎
昌
（
昌
）
斜
コ
（
り
）
　
（
雲
南
p
）

第
九
部
　
囚
芝
い
く
く
囚
騨
包
丁
賦
。
目
（
高
麗
）

第
十
部
　
｝
諺
ご
融
く
瞬
O
①
〈
N
課
目
8
（
～
）
　
「
泉
州
」

餓
〃
十
一
部
　
陰
日
瓢
く
鰹
O
枠
ρ
昌
　
　
（
ホ
ー
タ
ン
）

第
十
二
部

　
　
都
市
名
　
ノ
く
騨
コ
ω
＜
＜
（
ρ
）
毛
竃
、
ω
一
　
（
広
西
？
）

　
　
　
　
　
　
ノ
く
窪
U
ノ
く
累
く
（
ρ
）
要
㊤
甲
α
冒
　
　
（
広
東
り
・
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
以
上
部
名
、
都
市
名
の
考
定
は
繁
雑
を
避
け
て
解
説
を
略
す
け
れ
ど
も
、

寡
聞
に
し
て
に
わ
か
に
判
断
し
難
い
も
の
が
多
い
。
と
も
か
く
「
陳
西
」
以

外
の
部
に
関
し
て
は
記
述
の
内
容
も
意
を
尽
さ
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
次
に
、
　
イ
ス
ラ
ム
改
宗
伝
説
の
後
半
、
　
「
こ
の
王
子
囚
冒
－
職
団
降
ぎ

は
い
ま
ム
ス
リ
ム
と
な
っ
た
」
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
著
者
は
三

ケ
所
に
お
い
て
紀
年
を
付
し
て
史
実
に
即
し
た
慕
柄
を
述
べ
る
。
年
代
順
に

言
え
ば
、
e
北
京
の
造
営
、
⇔
七
宗
正
統
帝
の
俘
囚
、
㊨
陳
西
の
大
飢
鰻
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
中
国
の
人
び
と
の
間
に
語
り
草
と
な
る
、
十
五
世
紀
中
の

大
事
件
で
あ
る
。

　
O
北
京
の
造
営
に
つ
い
て
は
、

　
　
ハ
ソ
パ
リ
グ
は
回
暦
八
四
〇
年
（
…
四
三
八
）
に
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
＜
①
膠
餌
p
げ
似
嵩
欝
畠
ρ
三
欝
ユ
7
一
配
葭
。
鉱
⇔
。
。
①
匹
N
団
信
N
貯
目
ご
コ
鳥
餌

　
　
び
ぎ
9
0
ご
⇒
日
5
開
申
■
（
］
り
》
一
ω
．
　
似
Q
◎
9
0
Q
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
永
楽
十
九
年
（
一
四
二
　
）
の
北
京
遷
都
に
か
か
わ
る
も

の
で
は
な
く
、
多
分
「
十
一
、
月
甲
午
朔
、
乾
清
、
坤
寧
二
宮
、
奉
天
、
華
蓋
、

謹
昇
三
殿
成
、
大
赦
、
定
都
北
京
、
文
武
諸
司
、
不
称
行
在
」
（
『
明
史
』
巻

一
〇
英
宗
紀
）
と
あ
る
正
統
六
年
（
一
囁
四
四
〇
）
の
事
実
に
応
ず
る
で
あ
ろ
う
。

　
⇔
英
宗
正
論
稿
の
俘
囚
に
つ
い
て
は
、

　
　
回
暦
八
五
四
年
（
一
四
五
〇
）
に
Ω
冒
《
宕
疹
！
〈
〉
菊
と
い
う
名
の
中
国

　
　
皇
帝
に
対
し
て
進
撃
し
た
。
彼
ら
が
車
駕
を
守
る
い
と
ま
を
与
え
ず
に
、

大
会
戦
を
始
め
、
戦
い
、
殺
し
、
崇
高
な
領
土
の
恩
恵
に
よ
く
す
る
中

国
皇
帯
を
捕
虜
に
し
て
帰
り
、
そ
の
国
に
薫
っ
た
。

同
震
箭
点
三
〇
お
賦
昌
。
，
①
置
N
緒
9
①
霞
＆
虞
難
場
○
寓
H
回
降
ノ
く
レ
聞

昌
ρ
田
鼠
配
瀕
ω
巳
二
二
ゴ
”
p
償
N
鶏
ヨ
。
ぼ
ざ
β
旨
o
a
ワ
騨
村
9
げ
巴
霞
H
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三
ω
霞
簿
諺
轟
①
舜
日
諺
ノ
．
霞
ヨ
①
覧
や
9
鼠
ヨ
0
2
σ
q
鴬
8
篇
巴
〆
、
①

　
　
冨
8
く
。
ぎ
既
習
a
夢
ぼ
、
ヨ
2
・
Φ
富
、
劉
導
【
図
涛
Φ
や
高
踏
8
一
箪
9
臨
M

　
　
図
9
騨
．
旨
①
ω
淳
①
覧
①
胤
や
＆
暮
℃
”
白
①
白
δ
三
二
貯
①
σ
Q
葦
腔
（
巨
多
ω
●

　
　
卜
。
費
？
り
）

と
あ
る
。
当
時
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
お
い
て
覇
権
を
握
っ
た
オ
イ
ラ
ト
族
1
こ

こ
で
言
う
カ
ル
マ
ク
ー
の
エ
セ
ン
乱
心
そ
シ
が
英
宗
を
俘
囚
と
し
た
、

「
土
木
の
変
」
は
、
正
統
十
四
年
（
一
囲
四
九
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
紀
年

は
ほ
と
ん
ど
正
確
で
あ
る
。

　
⇔
陳
西
の
大
凱
饅
に
つ
い
て
は
、
娼
目
に
よ
る
と
、

　
　
回
暦
九
〇
二
年
（
一
四
九
六
年
）
に
近
か
っ
た
が
、
大
蝕
髄
が
中
国
領
の

　
　
十
二
部
の
一
部
に
お
い
て
起
っ
た
。
そ
の
部
は
離
礁
行
政
区
と
い
う
が
、

　
　
無
数
の
人
び
と
が
餓
死
し
、
つ
い
に
政
府
に
よ
っ
て
救
済
が
行
な
わ
れ

　
　
た
。

　
　
ノ
く
伊
ρ
鴛
H
げ
占
気
嵩
蕗
ム
昌
＝
げ
嘲
巴
需
出
身
び
建
碑
ρ
葺
5
山

　
　
・
窟
同
ヨ
山
鴛
団
ρ
搾
臓
ω
巳
器
曾
ノ
く
助
N
霜
げ
曾
ω
巳
点
ヨ
β
節
∴
悸
牌
鋤
図

　
　
♂
品
ρ
．
ω
冨
伽
箆
9
1
昌
£
ω
ヨ
貞
騨
ρ
巴
帥
営
同
雲
．
ム
ω
げ
貿
囚
の
鴫
ぎ
嵩
＆
．

　
　
図
げ
ρ
5
愚
輩
帥
α
ロ
叶
巴
錬
路
g
◎
・
、
》
£
σ
簿
ぴ
卿
み
鐸
ぱ
ヨ
暮
爵
謹
一
内
錠
－

　
　
山
ρ
⇒
9
（
男
卵
や
。
。
ρ
ピ
①
）

と
み
え
る
。
　
　
四
九
六
年
、
即
ち
弘
治
九
年
以
前
に
お
い
て
は
、
『
明
史
』

巻
一
四
憲
宗
紀
の
成
化
二
十
年
（
一
四
八
四
）
の
条
に
、
「
是
秋
、
陳
顯
、
山
西

大
早
機
、
人
相
食
、
停
嘗
物
料
、
免
税
糧
、
豊
富
転
粟
、
開
納
米
事
例
振

之
」
（
『
開
明
実
録
』
成
化
二
十
年
九
月
乙
酉
の
条
）
と
あ
る
量
地
に
対
応
す
る
。

な
お
、
ト
ル
コ
語
訳
で
は
「
回
暦
九
〇
二
年
に
、
わ
た
し
ら
は
そ
の
地
方
に

い
て
、
…
」
（
↓
胃
ヨ
点
三
〇
話
江
鐸
匹
○
げ
鐸
賊
賓
環
N
節
葱
旨
仙
。
ぼ
N
9
く
障
讐

》
δ
簿
①
o
ご
ワ
…
＼
遍
累
ω
．
薩
㎝
出
）
と
正
確
で
な
い
解
釈
を
す
る
が
、
　
少
な

く
と
も
、
こ
の
紀
年
の
存
在
に
よ
っ
て
著
者
の
中
國
滞
在
の
時
期
が
、
こ
の

．
建
つ
ま
り
一
四
九
六
年
以
前
に
は
遡
り
え
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
第
八

章
に
お
い
て
、
著
者
は
新
皇
帝
即
位
の
時
期
に
遇
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
、

　
　
わ
た
し
ら
の
痔
代
に
皇
帝
は
逝
き
て
、
御
前
に
わ
た
し
ら
が
至
る
前
に
、

　
　
太
陽
の
如
く
楽
し
く
、
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
の
よ
う
に
聰
明
な
陛
下
は
、
そ

　
　
の
父
王
の
位
に
即
い
た
。
そ
の
と
き
、
云
々

　
　
落
忌
営
葵
ヨ
餌
ヨ
ヨ
§
α
9
輝
節
3
昂
団
①
！
、
汁
。
言
や
く
①
｝
鋸
盤
昌
巳
ρ

　
　
く
舘
臼
σ
q
H
旨
這
①
＜
＜
巴
℃
①
7
一
び
霞
ω
益
み
巴
．
霧
葺
錠
誌
静
9
ρ
げ
ρ
げ
帥
？

　
　
旨
旨
夢
寡
旨
騨
9
ぎ
ω
o
け
餓
一
面
①
．
．
…
：
（
日
電
ω
’
ミ
誌
ム
）

と
あ
る
。
ポ
ー
ル
ー
ー
カ
ー
レ
氏
が
こ
の
新
皇
帝
を
賢
愚
正
徳
帝
に
比
定
し
、

著
者
の
中
国
滞
在
の
時
期
を
正
徳
元
年
（
一
五
〇
六
）
頃
と
考
え
る
の
は
、
一

応
妥
当
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
の
新
皇
帝
を
国
営
、
萄
団

隈
募
ロ
と
い
い
、
そ
の
父
董
を
O
寓
口
際
q
警
と
す
る
。
さ
き
に
引
用
し

た
如
く
、
著
者
は
こ
の
O
寓
⇔
蔭
賃
鍵
を
エ
セ
ン
誌
タ
イ
シ
に
悸
囚
と
な

っ
た
英
宗
に
あ
て
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
O
げ
真
土
嘗
鍵
は
、
ト
ガ
ン
馬
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が
指
摘
ざ
れ
る
よ
う
に
、
「
成
化
」
の
対
音
で
み
ろ
う
し
、
岩
団
亭
萄
団
（
囚
げ
餌
コ
）

は
「
景
泰
（
帝
）
」
の
対
音
に
最
も
近
い
。
ま
た
正
徳
（
帝
）
は
囚
謹
み
同

と
写
さ
れ
る
例
の
あ
る
こ
と
だ
か
ら
、
音
の
類
似
に
よ
る
伝
聞
の
混
乱
が
あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
史
実
と
著
者
の
認
識
と
の

間
に
は
大
き
な
空
白
が
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
議
論
は
無
意
味
で
あ
る
。
さ

て
冊
取
後
に
因
「
㌣
枯
図
魍
＃
二
二
の
イ
ス
ラ
ム
改
宗
伝
説
に
つ
い
て
、
第
二
章

に
は
、

　
　
累
ぎ
許
鋤
）
・
輯
細
鱗
嵩
と
い
う
が
、
　
い
ま
言
っ
た
皇
帝
は
イ
ス
」
フ
ム
の
人

　
　
び
と
を
非
常
に
寵
愛
し
た
。
．
…
そ
し
て
日
々
に
〔
人
び
と
の
ム
ス
リ
ム

　
　
に
対
す
る
〕
尊
敬
が
増
し
、
役
所
で
は
ム
ス
リ
ム
の
高
官
が
中
国
貴
人

よ
り
上
席
を
与
え
ら
れ
た
。
宛
官
た
ち
は
ム
ス
リ
ム
出
身
の
一
団
の
役

人
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
御
前
で
五
蒔
の
礼
拝
の
た
め
に
召
詞
を
よ
み
、

ム
ス
リ
ム
の
着
物
を
き
、
タ
ー
バ
ン
を
ま
き
、
中
国
皇
帝
の
御
臨
席
で

五
時
の
礼
拝
を
会
衆
と
共
に
と
り
行
な
う
。
そ
し
て
中
国
皇
帝
は
こ
の

よ
う
な
礼
拝
を
こ
と
の
ほ
か
御
気
に
め
さ
れ
た
様
子
で
あ
る
。
中
国
の

言
葉
で
ム
ス
リ
ム
の
宗
教
を
「
清
い
宗
教
」
と
い
う
。

囚
鴫
属
8
諺
鴫
経
卿
昌
自
①
誌
段
●
＜
①
ヨ
Φ
N
σ
質
℃
ρ
臼
鷲
ぴ
①
三
高
H
ω
類
ヨ
．
9

σq

ﾏ
団
Φ
洋
①
白
二
げ
p
σ
σ
簿
Φ
巳
㍗
巳
：
〆
．
o
σ
Q
口
餌
O
Φ
旨
σ
Q
9
串
¢
げ
宥
ヨ
①
び
く
①
一
N
－

N
①
窪
①
識
臥
｝
霞
畠
ゆ
鼠
き
9
搾
｛
一
N
賃
ヨ
。
翁
『
．
＜
¢
　
象
く
9
コ
ぴ
ρ
ロ
9
曾
ヨ
Φ

ヨ
誘
忌
日
ρ
巳
霞
離
ヨ
①
B
の
一
諸
塚
臓
）
、
σ
3
・
冨
嵩
痔
鶏
ヨ
Φ
3
オ
象
ヨ

①
象
や
匿
9
ヨ
三
宝
欝
巳
B
竃
α
霧
σ
騨
8
ヨ
9
身
重
Φ
．
鑓
脅
㌶
a
羅

翫
｝
【
零
丁
含
冒
9
げ
3
〆
．
巴
馨
憂
き
三
聖
貯
⑩
N
p
β
o
一
二
繁
二
や
〆
、
ρ

①
露
山
室
留
二
ま
鐘
σ
Q
ジ
・
す
く
①
巨
ρ
ヨ
2
Φ
蚕
食
錠
一
虫
や
潮
齢
愚
呈

O
菖
嵩
鵠
震
怒
三
論
ρ
び
。
ゆ
く
巴
（
詳
づ
ρ
ヨ
誹
N
o
窪
狂
㌶
臨
①
o
烈
ρ
Φ
鳥
9
2

ノ
・
Φ
級
掴
四
ρ
9
1
亭
　
Ω
回
ぢ
σ
露
！
、
①
o
げ
鵠
。
コ
ρ
ヨ
欝
〆
、
〇
三
》
、
ρ
ミ
斜
づ
σ
q
ρ
唄
。
簿
Φ

剛
5
ゆ
7
p
一
〇
貯
7
〆
怖
。
（
固
三
嵩
ヨ
誘
〔
二
諺
p
三
p
養
回
曲
撃
〒
一
熔
気
臓
）
M
、
島
9

急
ヨ
点
唱
鉱
畠
N
o
創
。
ユ
2
●
（
ロ
リ
］
イ
一
ω
●
　
日
心
ρ
H
I
㊤
）

と
あ
る
。
も
し
囚
刷
㌣
稿
）
・
飼
晒
｝
旨
昌
が
武
宗
の
こ
と
で
あ
り
、
著
者
と
同
時

代
約
伝
聞
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
1
・
そ
の
町
能
性
は
大
き
い
「
こ
の
記
事

に
関
す
る
限
り
、
著
者
の
認
識
は
事
実
に
近
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

一／N

　
明
朝
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
諸
外
国
に
対
し
て
王
朝
一
代
を
通
じ
て
一
貫

し
て
、
中
華
的
体
制
を
堅
持
し
、
外
国
か
ら
中
国
に
く
る
者
を
　
「
朝
貢
使

臣
」
と
し
て
の
み
入
国
さ
せ
た
。
、
本
書
に
、
「
中
国
の
人
び
と
は
、
東
か
ら

西
へ
す
べ
て
中
國
皇
帝
の
勅
命
に
服
し
、
彼
ら
の
国
以
外
に
世
界
に
国
は
な

い
と
信
じ
て
い
る
」
（
土
目
・
や
斧
一
」
。
。
）
と
か
、
多
少
皮
肉
ま
じ
り
に
「
自
分

の
国
以
外
に
も
世
界
に
相
応
し
た
都
市
や
ま
ぐ
さ
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い

の
だ
」
（
］
℃
↓
・
　
唱
．
Q
o
一
噂
一
■
H
①
）
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
明
朝
体
制
の
実
感
で

あ
ろ
う
。
ま
た
鎖
圏
主
義
に
ヴ
い
て
、
西
域
と
の
関
連
に
お
い
て
言
え
ば
、
・

107 （875）



概
し
て
洪
愈
愈
と
嘉
靖
年
間
以
後
は
そ
の
言
葉
通
り
、
外
国
使
節
は
厳
し
い

規
制
を
受
け
た
。
　
し
か
し
、
　
永
楽
か
ら
正
徳
年
間
に
至
る
一
世
紀
あ
ま
り

（一

l
〇
二
i
一
五
二
一
）
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
成
虫
永
楽
帝
が

外
国
と
の
交
通
を
中
華
的
体
制
の
も
と
に
積
極
的
に
促
進
し
た
こ
と
は
、
よ

く
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
身
空
王
家
の
封
建
や
吟
密
度
の
設
置
な
ど
の
、
在
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

地
域
の
経
営
を
始
め
た
の
も
彼
で
あ
っ
た
。
恰
密
衛
の
設
置
に
つ
い
て
は
恐

ら
く
対
モ
ン
ゴ
リ
ア
政
策
を
中
心
に
し
て
右
翼
の
兀
良
電
算
衛
と
対
概
し
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
交
通
事
情
の
面
か
ら
言
え
ば
、
明

朝
の
恰
密
経
営
は
次
第
に
鎖
国
主
義
の
心
霊
を
有
名
無
実
な
も
の
に
し
た
に

違
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
恰
密
王
家
お
よ
び
恰
密
衛
の
使
節
は
寛
大
に
扱

わ
れ
、
比
較
的
優
遇
さ
れ
た
。
さ
き
走
っ
た
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
恰

密
は
十
五
世
紀
前
半
頃
に
お
い
て
一
時
、
対
顎
貿
易
を
爵
的
と
す
る
イ
ス
ラ

ム
商
人
の
寄
留
地
と
し
て
急
速
に
膨
脹
し
、
さ
ら
に
そ
の
拠
点
は
嘉
略
関
内

の
留
具
か
ら
西
安
府
ま
で
伸
び
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
北
京
の
使
節

宿
舎
た
る
公
館
の
会
同
館
に
お
い
て
さ
え
、
長
逗
留
し
て
商
業
活
動
を
す
る

者
が
あ
っ
た
。
　
『
皇
明
実
録
』
の
正
徳
十
六
年
六
月
庚
子
の
条
に
、
す
で

に
世
宗
嘉
曝
露
の
治
…
世
に
は
い
る
が
、
「
土
魯
番
、
前
馬
児
箪
、
恰
宵
鳴
治

者
、
仮
進
貢
名
、
在
京
商
販
、
有
留
会
同
館
三
、
四
年
者
。
書
影
、
…
…
二

等
」
（
世
宗
国
靖
実
録
巻
ヨ
）
と
み
え
る
。
土
調
帯
（
ゴ
汰
慧
）
、
羅
馬
児
寧

（Qり

ﾏ
白
即
鯉
貯
ρ
出
畠
）
、
恰
密
（
調
ρ
旨
一
）
の
使
節
は
イ
ス
ラ
ム
商
人
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
じ
つ
は
、
中
興
の
名
君
と
い
わ
れ
る
弘
治
帝
の
あ
と
を
襲
い
、

豹
房
の
造
田
や
そ
の
奇
行
で
む
し
ろ
有
名
な
武
宗
正
徳
帯
の
治
世
は
、
は
か

r
ら
ず
も
卒
直
に
寡
雨
と
ム
ス
リ
ム
と
の
結
び
つ
き
を
暴
露
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
本
書
に
お
け
る
旅
行
見
聞
記
が
、
も
し
こ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
い

る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
イ
ス
ラ
ム
的
偏
見
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
な
り
に
ユ

ニ
ー
ク
な
文
献
た
る
価
値
を
失
わ
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
本
書
の
第
六
章
に
お

い
て
、
寵
官
と
女
官
の
仕
え
る
内
廷
（
ぎ
Q
D
鍵
ρ
団
）
は
七
つ
の
城
郭
か
ら
な

る
と
述
べ
た
あ
と
、

　
　
そ
の
七
つ
の
城
郭
の
外
ま
わ
り
に
は
千
の
「
豹
房
（
℃
鎚
ω
財
霧
⑦
）
」
が

　
　
あ
る
が
、
各
々
の
豹
房
に
十
人
が
い
て
、
す
べ
て
一
万
人
の
番
卒
で
あ

　
　
る
。
彼
ら
は
城
壁
や
宮
城
を
守
備
し
て
い
ろ
。

　
　
＜
①
〇
一
》
・
＆
一
　
露
ω
霊
夢
び
冒
巳
葺
H
回
①
二
段
露
量
σ
貯
勺
霞
。
。
冨
p
o

　
　
＜
ρ
a
這
鉱
6
冨
目
げ
酵
℃
鐙
。
。
げ
碧
0
9
8
ま
略
角
器
H
出
。
聲
o
o
ご
騨

　
　
9
已
｝
o
餓
○
巨
び
貯
℃
霧
σ
ρ
一
汽
圧
ご
鉱
毒
員
ω
鴛
ρ
k
謀
ω
欝
臣
巨
詩
⇔

　
　
ぎ
舜
ω
豪
雪
2
｝
g
（
一
門
レ
一
ω
．
　
Q
◎
O
ρ
蔭
－
刈
）

と
い
う
。
武
宗
の
私
的
な
淫
楽
の
場
で
あ
っ
た
華
商
の
造
営
は
正
徳
二
年
の

こ
と
で
あ
る
が
、
『
明
会
要
』
（
巻
七
二
）
に
よ
る
と
、
「
八
月
丙
戌
、
作
応
仁
。

…
…
乃
於
西
平
門
別
法
院
禦
、
築
宮
殿
、
平
造
密
室
愚
亭
傭
、
句
連
櫛
列
、

謂
黒
馬
房
」
と
み
え
、
「
又
豹
房
随
侍
官
軍
。
蛍
苦
可
閲
」
（
『
国
権
』
巻
五
一
、

正
徳
十
六
年
三
月
丙
寅
の
条
）
な
ど
と
あ
る
。
本
書
の
著
者
は
そ
の
内
情
を
察
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知
し
な
か
っ
た
と
み
え
、
番
卒
の
宿
舎
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
が
、
　
．
．
勺
㌣

邑
峯
琴
．
．
は
ま
さ
し
く
こ
の
「
豹
房
」
の
嵐
訳
に
対
応
す
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
本
書
は
正
徳
二
年
（
一
五
〇
七
）
八
月
以
後
の
見
聞
を
も
伝
え
て
い

る
こ
と
が
確
実
と
な
る
。

　
本
書
は
、
飯
代
中
期
の
中
国
事
情
に
関
す
る
広
範
囲
の
内
容
を
含
む
。
一

人
称
で
語
る
話
者
が
著
老
自
身
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
確
か
に
著

老
の
旅
行
児
聞
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
結
論
さ
れ
よ
う
。
従
っ
て
、
ス
レ

イ
マ
ン
、
噂
、
ル
コ
ー
ー
ポ
ー
ロ
、
イ
ブ
ソ
廷
バ
ト
ゥ
ー
タ
の
見
聞
記
を
利
用
し

た
と
い
う
説
を
肯
定
し
か
ね
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
ら
に
シ
ャ

ー
趾
ル
ク
使
節
の
行
程
記
と
の
対
応
記
事
の
存
在
も
、
そ
れ
を
利
用
し
た
か

ら
で
は
な
く
、
明
代
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
朝
貢
使
臣
」
と
い
う
、
旅
行

条
件
の
一
致
を
示
す
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
著
者
は
恐
ら
く
商
人
ー
シ
ェ
ー

フ
ァ
i
氏
の
見
解
1
で
は
あ
る
ま
い
。
少
な
く
と
も
著
名
な
詩
人
の
詩
を

引
用
し
、
み
ず
か
ら
も
稚
拙
な
が
ら
作
詩
す
る
ペ
ル
シ
ア
的
読
書
人
の
彼
は
、

中
国
へ
は
い
る
に
際
し
て
使
節
と
し
て
の
資
格
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
本
書
の
記
事
か
ら
推
測
す
る
限
り
で
は
、
献
上
馬
の
馬
丁
と
し
て

随
員
の
資
格
で
入
国
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
総
じ
て
経
験
し
た
と
み
ら

れ
る
事
柄
の
描
写
は
確
実
性
が
あ
り
、
と
き
に
文
学
的
で
も
あ
る
が
、
歴
史

・
地
理
的
認
識
は
き
わ
め
て
貧
弱
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
滞
在
時
期
に
つ

い
て
一
五
〇
六
年
か
ら
三
年
間
諏
ど
と
み
る
ボ
…
ル
内
力
ー
レ
氏
の
説
を
積

極
的
に
改
め
る
理
由
は
な
い
け
れ
ど
も
、
情
報
の
蒐
集
条
件
に
め
ぐ
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
と
み
え
、
叙
述
の
内
容
は
正
確
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
．

ー
ロ
ッ
パ
入
が
中
国
へ
来
往
す
る
直
前
の
、
イ
ス
ラ
ム
文
献
と
し
て
、
そ
の

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
高
く
評
価
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
な
お
、
ジ
ョ
ン
ー
ー

ポ
ー
プ
氏
が
述
べ
た
興
味
深
い
記
事
は
、
本
書
の
オ
ス
マ
ン
蛙
ト
ル
コ
語
訳

に
は
見
当
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ペ
ル
シ
ア
語
原
典
写
本
の
一
部
を
紹
介

し
た
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
氏
も
全
く
述
べ
て
い
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た

い
。

　
最
後
に
、
も
う
一
つ
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
書
は
、
直
接
オ
ス
マ

ン
朝
遣
明
使
節
の
派
遣
に
動
機
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
氏
に
よ
る
と
、
ペ
ル
シ
ア
語
写
本
に
は
、
セ
リ
’

ム
一
世
で
は
な
く
、
次
の
ス
レ
イ
マ
ソ
（
　
五
二
〇
1
六
六
）
へ
の
献
上
の
辞
が

書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
る
に
閣
朝
の
記
録
で
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
皇
帝

（「

D
迷
番
王
」
）
の
名
に
お
い
て
通
交
を
報
ず
る
の
は
、
嘉
靖
三
年
（
一
五
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

四
）
四
月
を
最
初
と
し
、
そ
れ
か
ら
約
一
世
紀
に
わ
た
り
交
渉
を
持
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
間
的
対
応
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
の
御
覧
に
よ
っ
て
ス
レ
イ
マ

ソ
が
遣
明
使
節
の
派
遣
を
思
い
立
っ
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

議
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
ア
リ
ー
ー
エ
ク
ベ
ル
著
『
中
国
記
』
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
か

ら
多
く
の
示
唆
を
得
な
が
ら
も
雑
駁
不
完
全
な
紹
介
に
終
始
し
た
。
じ
つ
は
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数
年
前
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
滞
在
中
（
一
九
六
七
年
）
に
イ
ス
タ
ソ
ブ
ル
．
大
学
文
学

部
史
学
科
の
ゼ
キ
ー
ー
ヴ
ェ
リ
デ
ィ
罰
ト
ガ
ソ
教
授
か
ら
御
指
示
を
仰
ぎ
、
本

書
の
調
査
の
機
会
を
得
た
が
、
ペ
ル
シ
昨
ノ
語
写
本
を
閲
覧
す
る
機
会
に
め
ぐ

ま
れ
ず
、
オ
ス
マ
ン
旧
ト
ル
コ
語
訳
の
一
写
本
を
通
覧
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
し
か
し
敢
え
て
こ
こ
に
報
告
七
、
末
筆
な
が
ら
感
謝
の
意
を
表
す
る
と

共
に
、
ペ
ル
シ
ア
語
原
典
テ
キ
ス
ト
の
公
表
を
切
に
希
望
す
る
。

　
①
｝
．
鋭
唱
。
℃
o
”
ぎ
罎
け
8
三
げ
－
O
魯
2
q
蛍
ま
凶
ロ
阜
毒
三
梓
。
暫
〉
曾
。
毛
。
h

　
　
O
謀
”
o
器
℃
o
H
8
訂
ぎ
。
噂
ぎ
梓
7
①
↓
o
覧
＄
勺
β
ω
賀
坦
覧
ン
海
N
①
ω
詑
同
ω
母
謬
σ
三
「

　
　
ぞ
霧
ぼ
養
8
望
一
り
給
笥
や
一
ω
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
②
ジ
ョ
ン
聴
ポ
ー
プ
氏
は
、
そ
の
情
報
は
イ
ス
タ
ソ
ブ
ル
滞
在
中
に
聞
い
た
こ
と

　
　
で
実
際
に
出
典
に
当
っ
た
の
で
は
な
い
と
断
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
確
信
を
得
た

　
　
か
の
よ
う
に
述
べ
る
根
拠
は
、
ポ
ー
ル
開
カ
ー
レ
氏
の
論
文
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
と
こ
ろ
が
、
ポ
ー
ル
闘
力
ー
レ
氏
は
決
し
て
そ
の
よ
う
に
書
い
て
い
な
い
。
ト
プ

　
　
カ
ブ
宮
殿
に
あ
っ
た
ら
し
い
武
宗
正
野
営
の
銘
を
有
す
る
二
個
の
中
国
陶
磁
の
存

　
　
在
理
由
を
考
え
る
上
で
、
『
中
国
記
』
は
重
要
な
参
考
文
献
で
あ
る
と
い
う
に
す

　
　
ぎ
な
い
。
こ
の
辺
に
何
か
誤
解
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
理
解
す
る
。

　
　
　
勺
噸
囚
ρ
甥
8
辱
国
陶
轟
①
尻
冨
讐
誘
O
プ
Φ
ρ
β
O
鵠
①
欝
σ
⑳
H
O
7
ヨ
㊤
戸
一
三
　
一
㎝
O
ρ
∪
麟
ω

　
　
囚
三
論
嘱
昌
騨
ヨ
o
O
o
ω
．
目
差
図
押
σ
o
さ
諺
9
㊤
○
ユ
窪
詳
目
す
”
ゆ
昏
這
’
。
巾
。
。
凸
Φ
ド
ー

．
　
一
ド
ρ
U
自
昌
9
一
り
ω
ω
り

　
③
勺
8
に
よ
る
と
、
ホ
ー
タ
ソ
と
カ
シ
ミ
ー
ル
の
道
は
、
た
だ
十
五
日
行
程
を
除

　
　
け
ば
、
人
家
は
多
↑
、
水
や
ま
ぐ
さ
も
豊
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
五
田
行
程
の

　
　
と
こ
ろ
で
さ
え
も
、
ど
の
宿
場
も
人
の
丈
ほ
ど
の
深
さ
に
常
器
．
を
掘
る
と
、
水
は

　
　
唾
出
し
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
肱
の
長
さ
も
掘
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ス
タ
ソ

　
　
の
道
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
領
は
非
常
に
よ
い
と
い
う
。

　
④
串
い
霊
。
ぎ
g
き
切
g
。
一
き
畠
。
H
H
内
σ
。
ピ
。
。
ぎ
鍔
○
霧
。
房
。
冨
砕
α
賃

　
ノ
く
冨
自
。
Φ
嵩
切
。
プ
p
跨
o
F
b
δ
堅
H
一
関
U
⑦
ぢ
N
碍
レ
o
Q
⊆
露
r
器
■
Q
◎
一
？
b
。
3
胆
8
劉
N
o
同
旨
。
び

　
皆
醇
ω
凸
哨
Q
。
伊
但
し
、
フ
ラ
イ
シ
ャ
ー
氏
の
論
文
は
直
接
検
索
で
き
な
か
っ
た
た

　
め
に
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
氏
の
前
掲
論
文
の
雷
及
に
よ
る
。

⑤
ポ
ー
ル
闘
カ
ー
レ
氏
に
は
、
『
巾
国
記
』
に
関
連
し
て
前
掲
論
文
の
ほ
か
に
次

　
　
の
論
文
が
あ
る
。

　
　
同
ω
冨
ヨ
置
O
げ
O
ρ
ロ
①
置
O
β
N
目
琶
O
げ
貯
Φ
ω
尻
O
げ
⑦
ロ
勺
O
嵩
巴
ご
ヨ
”
N
U
罵
O
魑
切
劉

　
Q
Q
Q
。
り
い
①
弓
N
黄
噛
ち
も
。
野
器
．
緊
恥
①
一
〇
匿
昌
即
餌
。
墜
ロ
⑦
。
・
o
ユ
σ
㊦
伽
σ
蜜
円
β
円
賦
ω
プ
Ω
Φ
－

　
o
σ
q
同
p
℃
げ
①
ω
ゆ
。
彰
H
声
巳
騨
鵠
Q
Q
o
賃
H
8
ω
「
勺
H
o
8
⑦
a
旨
σ
q
o
臨
岱
冒
Φ
H
轟
昌
匂
D
o
o
δ
け
楓

　
＜
o
H
■
卜
⊃
”
℃
斡
禽
U
o
爵
㎝
9
ど
一
譲
ρ

⑥
N
ン
N
．
目
。
q
q
窪
嘲
》
躍
匿
＾
σ
。
び
H
ω
｝
艶
旨
》
コ
毘
凱
8
巴
邑
9
罫
押
ω
幹
ω
ド
。
。
－

　
P
P

⑦
、
．
＜
①
一
躍
9
三
日
障
碍
江
げ
酔
N
H
《
g
①
a
。
σ
q
葺
壁
閃
g
一
舞
ヨ
一
江
。
甲

　
鼠
σ
α
o
ヨ
β
洋
島
昌
騨
御
僧
皇
母
O
畔
導
妨
ぼ
け
〉
巳
霞
ヨ
沼
団
。
ω
一
昌
α
¢
ロ
団
醇
毎
冤
口
や

　
口
器
ユ
日
貯
¢
α
q
¢
嵩
①
噸
飢
。
α
酒
毒
ρ
O
H
．
．
噸
（
目
レ
・
同
。
。
鴫
O
も
◎
p
o
◎
占
O
）

⑧
明
・
李
東
陽
門
『
大
明
会
典
』
万
．
暦
十
五
年
司
礼
盤
刊
本
。

⑨
レ
｛
．
ζ
目
冨
く
㊦
康
治
男
巴
繋
一
8
。
。
号
象
く
實
ω
＜
3
・
お
¢
ω
。
戸
三
①
舞
簿
ρ

　
目
9
昌
o
H
H
・
℃
一
同
離
。
舟
勺
餌
ユ
ρ
易
O
ω
．
、
、
臣
ヨ
σ
9
ω
紹
鳥
o
O
o
ω
、
o
｝
影
げ
δ
F
⇔
訂

　
鳥
。
円
ρ
資
角
界
望
簿
輿
㊤
直
霞
①
ω
勺
濡
雪
8
。
。
。
。
¢
頃
〈
O
『
心
切
p
い
．
o
白
℃
o
ま
篇
槻
α
g

　
　
図
げ
脚
酔
ρ
陣
㌧
℃

　
⑩
間
野
英
二
”
「
十
五
世
紀
初
頭
の
毎
グ
…
リ
ス
タ
ー
ン
」
、
灘
荘
重
・
果
研
究
』
、

“
　
第
二
｝
二
巻
第
一
号
、
　
一
二
七
頁
。

　
⑪
〉
．
、
切
碇
鷲
三
門
腎
地
～
、
ρ
a
頃
H
ω
ヨ
ヨ
①
図
属
一
山
〔
閉
〕
国
財
＜
自
⑦
ユ
o
H
■
O
注
N
σ
貯

　
箆
幹
α
”
置
コ
旨
呂
ぎ
蜀
昌
一
ρ
塊
p
コ
血
ρ
巳
β
H
ぽ
H
9
、
、
（
一
直
σ
一
ω
一
同
彪
）

　
⑫
　
宮
崎
市
定
…
「
精
男
児
王
朝
の
遣
明
使
節
」
、
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
三
、
京
都
、

　
昭
和
三
八
年
、
ニ
ニ
七
i
二
三
八
頁
。
．

⑬
　
永
楽
十
九
年
正
烈
甲
子
朔
は
西
紀
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
二
四
二
～
年
二
月
十
一
同

　
　
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
行
程
記
の
回
暦
に
は
混
乱
が
あ
る
と
み
え
、
正
確
に
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一
致
し
な
い
。
こ
こ
で
は
記
事
内
容
の
対
応
を
塞
準
に
す
る
宮
献
町
博
士
の
説
に
従

　
う
。

⑭
『
明
史
』
巻
六
五
、
輿
二
一
「
天
子
一
団
」
（
永
楽
三
年
、
馬
弓
蜘
一
大
駕
）

　
の
条
に
二
一
（
各
一
二
、
以
二
一
駕
之
）
　
・
玉
轄
（
一
目
三
二
象
制
如
大
轄
）
な

　
ど
、
皇
帝
の
乗
物
に
関
す
る
種
類
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
ど
れ
に
あ
た
る
か
い

　
ま
不
明
で
あ
る
。
．
．
＜
蕊
目
日
く
≦
蕊
口
旨
、
”
は
．
．
．
く
①
o
Q
飴
ぐ
ヨ
〈
頓
p
＝
ヨ
”
”
と

　
も
読
め
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
意
味
を
解
し
か
ね
る
。

⑮
N
。
＜
．
月
。
σ
q
拶
p
≧
陣
匪
肖
g
お
匠
ゆ
ヨ
》
霧
監
。
℃
。
象
訟
Ω
澤
囲
圏
ω
9
鍵
。
。
9

⑯
o
捗
餐
9
冥
。
菩
こ
8
ヨ
巴
》
。
。
葺
5
唱
ρ
o
Q
⑲
H
」
H
円
。
日
・
〆
目
．
騨
激
同
。
。
ω
。
。
、

　
℃
℃
。
濠
刈
ー
ミ
O
■

⑰
　
こ
こ
に
本
書
の
陳
述
を
抄
訳
し
て
お
こ
う
。
第
二
部
に
つ
い
て
は
、
　
「
4
3
国
領

　
十
二
部
の
堵
N
諺
園
。
α
月
〉
劉
で
あ
る
。
…
…
こ
の
部
の
有
名
な
都
市
は
翼
鋸
8
》
く

　
で
あ
る
が
、
中
國
領
（
ほ
巳
三
層
O
ゲ
謬
）
の
王
暦
（
℃
9
讐
p
暮
）
で
あ
る
」
と
い

　
う
。
第
三
部
固
7
9
1
㌣
σ
巴
坤
σ
Q
炉
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
が
、
U
K
肖
瓢
内
は
「
中

　
国
諸
国
に
お
い
て
鉱
物
（
諺
践
。
乙
と
そ
の
製
品
、
織
物
の
豊
窟
さ
は
ハ
ソ
パ
リ

　
グ
を
お
い
て
な
い
。
そ
し
て
、
い
茎
回
っ
た
鉱
物
と
製
贔
の
源
は
ハ
ソ
バ
リ
グ
に

　
近
い
O
囑
↓
客
層
之
い
う
名
の
一
都
市
で
あ
る
」
　
と
み
え
る
。
　
第
四
部
は

　
「
鵠
鴫
N
諺
で
あ
る
。
そ
の
部
の
都
市
の
名
の
有
名
な
も
の
は
、
一
芝
』
芝
と
o
D
い
レ
図

　
舅
毛
で
あ
る
。
そ
の
地
方
に
お
い
て
黒
一
轍
（
掲
巳
｛
三
）
・
丁
香
（
汽
餌
冨
艮
三
）

　
・
胡
轍
（
勺
出
℃
ε
な
ど
の
貴
重
な
薬
物
が
多
い
。
し
か
し
、
壌
は
た
い
へ
ん
高

　
価
で
、
　
一
デ
ィ
ル
ハ
ム
の
塩
が
一
デ
ィ
ル
ハ
ム
の
銀
で
売
ら
れ
る
」
と
あ
る
。
第

　
五
部
は
「
い
嵐
ω
く
客
と
い
う
が
、
縦
横
三
ケ
月
行
程
の
道
の
り
が
あ
る
。
　
こ
の

　
部
の
全
住
罠
は
陶
磁
器
（
国
㊤
σ
q
ぼ
帥
嵩
）
を
作
る
」
と
あ
る
。
第
六
部
は
「
聞
≦
－

　
潟
ω
7
く
と
い
う
。
種
々
の
綱
編
子
（
〉
こ
ρ
ω
）
・
綴
子
（
践
㊦
国
三
影
）
・
亜
麻
布

　
（
図
。
ヰ
四
昌
Y
な
ど
の
優
雅
な
布
製
品
が
中
国
に
産
す
る
が
、
そ
の
商
品
は
そ
こ
で

　
手
に
入
る
」
と
い
う
。
第
七
部
は
「
第
｝
の
都
市
の
地
を
H
（
プ
冥
ω
〉
く
と
い
う
」

　
と
あ
る
。
第
八
部
は
「
鴫
芝
冥
累
の
國
で
あ
る
。
世
界
の
陸
地
の
四
半
分
の
最
後

　
に
あ
る
。
両
側
が
海
で
あ
り
、
そ
の
一
方
が
陸
地
で
あ
る
」
と
い
う
。
第
九
部
は

　
「
閑
名
い
嘱
と
い
う
。
そ
の
地
方
は
た
い
へ
ん
に
栄
え
て
い
る
」
と
あ
る
。
第
十

　
萬
は
「
｝
》
U
国
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
き
な
港
町
（
じ
d
φ
ロ
畠
賃
）
で
あ
る
が
、
全
イ

　
ソ
ド
（
頃
一
邑
）
の
港
か
ら
そ
こ
に
商
晶
が
く
る
。
　
中
国
の
諸
港
の
す
べ
て
は
そ

　
の
．
港
町
を
欠
か
せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
南
西
方
面
は
イ
ン
ド
地
方
に
続
く
か

　
ら
だ
」
と
あ
る
。
第
十
一
部
は
「
禁
サ
8
客
で
あ
る
。
前
の
晦
代
に
中
国
の
辺
境
で

　
あ
っ
た
が
、
い
ま
イ
ス
ラ
ム
の
辺
境
で
あ
る
。
内
に
あ
る
諸
都
市
は
皇
帝
に
服
属

　
し
て
い
る
」
と
い
う
。
第
十
二
部
は
「
世
界
の
は
て
の
最
後
に
あ
り
、
東
海
の
岸

　
辺
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
一
一
つ
の
大
都
市
が
あ
る
。
　
一
つ
の
名
は
、
≦
｝
－

　
属
o
Q
く
も
う
一
つ
の
名
は
♂
＜
｝
ン
∪
≦
客
と
い
う
」
と
あ
る
。

　
　
な
お
、
目
月
　
に
よ
る
と
、
　
国
く
N
》
は
国
く
N
》
、
ま
た
は
国
皮
累
図
｝
、

　
同
ノ
く
図
の
げ
団
は
剛
≦
麟
2
ω
紹
で
あ
る
。

⑱
小
田
（
永
元
）
寿
典
“
「
明
初
の
陰
密
王
家
に
つ
い
て
」
、
『
東
洋
史
研
究
』
第
二

　
二
巻
第
苫
万
、
一
一
三
八
頁
。

⑲
　
和
田
博
徳
…
「
明
代
の
鉄
砲
伝
来
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
」
、
『
央
学
』
第
甥
＝
巻
第

　
一
一
四
弩
、
東
京
、
昭
和
三
六
年
、
六
九
二
i
七
一
九
頁
。

⑳
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
A
・
A
地
域
総
合
研
究
の
昭
和
四
十
二
年
度
合
同
研
究
会

　
報
告
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
『
連
絡
会
報
』
三
、
一
九
三
八
・
七
・
三
〇
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
講
師
）
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is　his　deep　preoccupation　of　liberation　of　the　・many　S1avonic　peoples

under　the　former　United　Polish－Lithuanian　Commonwealth　against　any

partitioning　Powers，　determined　his　anti－Napoleonic　behavior　；　and　so　he

was　a　leading　pioneer　in　the　process　toward　crystalliza£ion　of　Pan－Slavism，

and　a　great　Slavophile．

“Twe！ve　Patterns”　on　Chinese　Emperor’s　Garments

by

Minao　Hayashi

　　“　Twelve　patterns　”　of　the　Chinese　emperor’s　garments　are　enumerated

’in　the　chapter　of　1－chi　in　Sha・ng－shu．　This　article　tried’to　find　out　each

of　the　“twelve　patterns”　among　the　archaeological　finds　contemporary

with　the　formation　of　the　chapter　of　I・chi益穣i篇of　Shang．shzt　and　its

notes．　Owing　to　the　recent　development　ef　chinese　archaeology，　we

succeeded　in　identifying　the　“Twelve　Patterns”　which　knoledge　obli－

terated　early　in　Han　period．　By　this　new　identification，　we　were　also

able　to　explain　the　origin　’oNthe　legend　that　these　patterps　decorated

’the　emperor’s　garments．

声

ANote　on　the　Historica1
　　　　　　　　　　り

　　　　　　Khitay・nac　me　by　Ali

Materials　of

Ekber

by

Juten　Oda

　　This　（Khitay－name）　is，　not　a　travel－bool〈，　but　a　systematic　description

of　China　in　Persian　which　was　finished　at　ConStantinople　in　A．　D．　1516．

But　certainly　the　author，　Ali　Ekber，　stayed　in　Pel〈ing．　The　present

writer　tries　to　confirm　a　few　features　of　his　travel　accordjng　to　the

main　accounts　in　twenty　chapters　of　this　book：　for　instance　he　went　to

Peking　by　way　of　the　tribute　route　from　Turkestan．　This　roLlte　is

・offered　under　the　names　of　several　cities　written　in　the　first　part　of　the

gth　chapter．　ln　the　2nd　chapter　there　is　a　description　of　the　lmperial

（909）



Parade　pf　the　state　cerernony，　Chiao－ssu　fiK／i－“E，　dedicated　to　all　the／

Gods　of　Heaven－and－Earth　in　the　first　month　of　years　（A．　D．　142i－1530）

in　Peking．　And　we　have’ ≠氏@account　of　the　leopardhouse　“Parsk－hona”’

in　the　6th　chapter．　Probably三t　corresponds　to　Pao－fang　豹房　ill．

Chinese，　bpilt　by　the　Emperor　Chang－te　in　the　2nd　year　of’　his　reign

（A．　D．　1507），　which　means　his　own　private　Hq．　rem　for　lasciviousness．

　’It　is　generally　known　that　travellers　to　China　were　only　treated　as・

tribute　envoys　in　the　Celestial　Empire　during　the　period　of　Ming　Dy－

nasty．　” gis　descriptions　report　such　important　experiences　with　more　or’

iess　iimited　and　inaccurate　informations　as　it　were　under　those　circum一・

stances．

　　This　note　is　written　on　the　basis　of　Turkish　manuscri’pt　Esat　Ef．　No．

2107　in　Sttleyrnaniye　Library，　lstanbul，　with’the’reports　which　have　ever’

been　published　on　the　Persian　text．

A　Study　on　the　Form　of　Villages　in　Ancient　Japan

by

Tadashi　Muto

　　There　are　two　conceptions　about　the　forins　of　villages　in　ancient

Japan，　lori－shilei条里．式and　natural　villages；bot1ユof　which　were　expected

as　several　tens　of　fairly　large　villages，　because　the　village　system　under

the　i～itsuryo律令System　of　30　to　50　families　a」石～2里had　accepted　the

reality　of　villages　before　Ritsuryo　System．　The　village　in　the　ancient

literatures，　however，　is　different，　as　a　woi’d，　from　Ri　or　G∂郷as　an

administrative　village，　but　it　is　not　so　similar　that　it　cannot　be　abridged

as　words，　natural　villages．　．

　　Judging　from　the　relation　betweep　1？i　and　villages　in　Ha・rima－no－leuni－

F％40勉播磨国風土記，Ri　proved　poss三bly　to　include　villages　of　very　little

size，　and　more　forms　of　villages　should　be　needed　in　studying　the　ancient

vlliages　in　Japan．

x．
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